
【
六
七
】（
合
祀
資
格
審
査
内
規
別
表
）
資
格
審
査
上
留
意
ス

ヘ
キ
事
項
（
昭
和
19
年
７
月
18
日
）

軍
事

密

審
査
委
員
以
外

ヲ
禁
ス

（
合
祀
資
格
審
査
内
規
別
表
）

格
審
査
上
留
意
ス
ヘ
キ
事
項

昭
和
十
九
年
七

十
八
日
修
正

陸

軍

省

區

分

滿

洲

事

變
、

支

那

事

變

大

東

亞

摘

間 期 務 (イ)

一
、

死
、

傷
死
以
外
ノ

ノ

地

務
期
間
ノ
標
準
ハ
特
殊
ノ
事

無
キ

ニ

對
ス
ル
尺
度
ニ
シ
テ
長
期
ト
雖
モ
死
因
ニ
依
ル

短
期
ト
雖
モ
特
ニ
合
祀
ヲ
至
當

ト
ス
ル
理
由
存
ス
ル

ハ
左
ノ
如
ク
詮
議
セ
リ

イ
、
事
變

期
ニ
於
ケ
ル

參
加
ハ
短
期
ト
雖
モ

メ
タ
ル
モ

ナ
ル

參

加
ノ
如
キ
ハ
理
由
タ
リ
得
ズ
其
ノ

況
等
ヲ
個
々
ニ

討
セ
リ

ロ
、
嚴

時
季
ハ
地
域
ニ
依
リ
重

セ
リ

ハ
、

病
、
肺
炎
、
流
行
性
感

、
脚
氣
、
大
腸
炎
、

腸
ノ
如
キ
ハ
短
期
ト
雖

モ
重

セ
リ

二
、
滿
洲
ニ
於
ケ
ル

年
兵
敎
育
期
間
ハ
事
變
ノ
爲
ニ
行
フ
敎
育
即
チ

務
ト

メ

一
般
ニ
警
備
期
間
ニ
算
入
シ
取

ヒ
ア
リ

三
、
南
方
ノ

ニ
關
シ
テ
ハ
時
季
ノ
如
何
ヲ
問
ハ
ズ

四
、
關
特
演
ニ
於
ケ
ル
特
定
流
行
病
ハ

地
ト
同
等
ニ

ム

場(ロ)

一
、
一
般
ニ
長
期
ト
雖
モ

地
ノ
平
時
業
務
ト
大
差
無
キ

裡
ノ

務
ニ
依
ル
死

歿
ハ
嚴

シ
可

保
留
セ
ラ
レ
ア
リ

二
、
滿
洲
ノ
國
境
方
面

務

ハ
一
般
ニ
重

セ
リ

三
、「
ノ
モ
ン
ハ
ン
」
事
變
頃
ノ
第
五
師
團
ノ
關
東
州
、
上

直
後
ノ
第
十
一

師
團
ノ
臺
灣
待
機
ノ
如
キ
ハ
一
般
ニ
事
變
地
ニ
ア
ル
モ
ノ
ト
看
倣
シ
詮
議
シ
ア
リ

軍

種 病 (ハ)

一
、
支
那
ニ
於
ケ
ル
作

行
動
間
ノ
腸
炎
ハ
一
般
ニ
水
ニ
依
ル
コ
ト
大
ナ
ル
ニ
鑑
ミ

大
體
ニ
赤
痢
同

ニ

メ
ア
リ

二
、

毒
關
係
特
ニ
之
ニ
基
因
ス
ル

神
病
ハ
保
留
セ
ラ
レ
ア
リ
但
シ
マ
ラ
リ
ア
、

病
ヨ
リ
誘
發
セ
ル

神
病
ニ

ス
ル

ハ
重

セ
リ

三
、
豫
防
接
種
ニ
依
ル
死

ハ

ナ
ル
接
種
ニ
ア
ラ
ズ
シ
テ
出
征
準
備
ノ
爲
ナ
ル
場

合
ハ
實

ヲ
個
々
ニ
審
議
重

セ
リ
又
病
院
ニ
於
ケ
ル
治
療
上
ノ
必

ニ
依
リ
體

操
ヲ
實
施
中
死
歿
セ
ル

ハ
保
留
シ
ア
リ

四
、

地
ノ
病
院
ニ
於
テ

セ
ル
傳
染
病
患

ヲ
取
扱
ヒ
感
染
死
歿
セ
ル

ハ
保

留
シ
ア
リ

五
、

病
、
肺
炎
、
流
行
性
感

、
脚
氣
、
大
腸
炎
、

腸
ハ
一
般
平
病
以
上
ニ
重

ス

六
、

榮

失

症
ハ
流
行
病
ト
同

ニ

ム
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病 (ニ)

一
、
入
院
シ
ア
ラ
ザ
ル
モ
、

務
期
間
永
キ
間
ニ
於
ケ
ル

治
ハ
相
當
ニ

ム

二
、
事
變
地
罹
病

一
旦
治
癒

院
シ
後
疾
病
ノ
爲
死
歿
シ
タ
ル

ハ
死
因
疾
病
ト

事
變
地
罹
病
ト
ノ
間
ニ

カ
ニ
關
係
ヲ

ス
ル

ト

定
セ
ル

ニ
限
リ
嚴

三
、

地

後
ノ
發
病
ハ
大
體
三
箇

以

ノ
分
ヲ
詮
議
シ
其
ノ
他
ハ
特
別
ノ
場

合
ノ
外
一
般
ニ
保
留
シ
ア
リ

四
、
病
死

ハ
一
般
ニ
發
病
後
三
年
以

ノ
死
歿
ニ
シ
テ
一
日
ニ
テ
モ
經

セ
ル
場

合
ハ
一
應
不
合
祀
ト
決
定
保
留
シ
ア
リ
、

傷
後
三
年
經

死
歿
セ
ル

モ
右
ニ

準
ジ
個
々
ニ
嚴

セ
ル
モ
大
部
分
ハ
保
留
シ
ア
リ

務 任 (ホ)

一
、

兵
怪
シ
キ

ヲ
發
見
シ
取
押
ノ
爲
格

中
ニ
死

セ
ル
場
合
或
ハ
兵

廠
、

務

等
ニ
於
テ
押
收
兵

藥
等
ヲ
整
理
中
ニ
不
慮
死
セ
ル

ハ
特
別
合
祀
ト

シ
ア
リ

支
那

人

書
（
護
衞
）
等
ニ
シ
テ
狙

セ
ラ
レ
タ
ル

ハ
保
留
シ
ア

リ
二
、

地
ニ
出
張
中
ノ

死
、
病
死
ハ
個
々
ニ
嚴

義
ト
シ
大
體
保
留
セ
ラ
レ
ア

リ
三
、

地
防
衞
部

ニ
於
テ
死
歿
セ
ル

ハ
敵
機
來
襲
シ

セ
ル
場
合
ノ
ミ

メ

（
敵
ノ
爆

ノ
ミ
ニ
依
ル
ヲ

セ
ズ
）
其
他
ハ

部
保
留
シ
ア
リ

四
、

地
ニ
本
屬
ス
ル

ガ

地
又
ハ
事
變
地
ニ
在
ル
學
校
、
部

等
ニ

間
ノ

死
歿
ハ
其
實
際
ノ

務

況
ヲ

査
シ
個
々
ニ
詮
議
ス
、
例
ヘ
バ
公
主
嶺
學
校

學
生
ノ
如
シ

五
、
飛
行
機
ノ
補
給

間
ノ
死
歿
ハ
死
歿

ニ
於
ケ
ル

役

務
ノ
濃
淡
ヲ
個
々

ニ

査
審
議
ス

人

ノ歿死

度 確
(ヘ)

一
、

中
行
衞
不

ト
ナ
リ
部

長

死
確

又
ハ

定
セ
ル
モ
屍
體
ヲ
收
容
セ

ズ

收
容
ト

ス
ル
モ
疑
義
ア
ル
モ
ノ
ハ
愼
重
ヲ
期
ス
ル
爲
保
留
シ
ア
リ

（
ノ
モ
ン
ハ
ン
、
上
陸

、
航

自
爆
、
船

ニ
多
シ
）

種特

因死
(ト)

一
、
事
變
當

作

ノ
航

事
故
ハ
合
祀
ス

二
、
滿
洲
ノ
飛
行
演

中
ノ
事
故
合
祀
セ
ル
モ
ノ
ア
リ

三
、
任
務

行
上

失
ナ
シ
ト

メ
ラ
レ
ル
不
慮
死
ハ

地
流
行
病
以
上
ニ
重

ス

四
、

投

ニ
シ
テ
死
歿
セ
ル
者
ハ
一
應
保
留
ト
ス

（

投
後
責
任
自

ヲ
含
ム
）

他ノ其(ヂ)

一
、
敎

ニ
收
容
中
ノ
死
歿

ハ
合
祀
セ
ズ

二
、
償

中
ニ
死
歿
セ
ル

ハ
一
應
保
留
ス

(リ)

一
、
陸
軍

譯
ハ
傭
人
ト
ハ

ク
立
場
ヲ
變
ヘ
一
般
ニ
重

シ
ア
リ

二
、
馬
丁
ハ
一
般
ニ
重

シ
ア
ル
モ
關
東
軍
司
令
部
ノ
分
ハ

メ
ア
ラ
ズ

三
、
酒
保
商
人
ハ
軍
屬
ノ
身
分
ヲ
以
テ
上
申
セ
ル

ア
ル
モ
詮
議
セ
ズ
（
取
締
ノ
必

上
軍
屬
タ
ル

多
シ
）

四
、
在
滿
補
給

廠
關
係
ノ
軍
屬
病
死
ハ
一
般
ニ
不
合
祀
ト
セ
リ

五
、
在
滿
、
在
支
共
ニ
給
仕
、
小
使
、

役
夫
、
タ
イ
ピ
ス
ト
ハ
一
般
ニ
不
合
祀
ト

セ
リ

六
、
宣
撫
班
員
ハ

死
セ
ル
場
合
ハ
之
ヲ

ム
ル
モ
其
ノ
他
ハ
一
般
ニ
之
ヲ

メ
ズ

一
一
、
支
那
事
變
ニ
於
テ
死
歿
セ
ル
軍
夫
ハ
昭
和
十
八
年
春
迄
保
留
セ
ル
モ
大
東
亞

ニ
於
ケ
ル

死
、

傷
死

ハ
保
留
セ
ズ

一
二
、
病
院
船
ニ
テ

復
セ
ル

ハ
其
航

況
ヲ

體
的
ニ

査
シ

上

務
ノ

軍
屬
ニ
準
ズ

一
三
、
新
聞
社

絡
員
ハ
特
ニ
功

ア
リ
ト

メ
ラ
ル
ル

ニ
對
シ
個
々
嚴

ス
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般 一

一
般
ニ
陸
密
軍
屬
多
シ

七
、
軍
夫
ハ
大
體
ニ
於
テ
作

行
動
ニ
隨

シ

死
セ
ル

ハ
之
ヲ

ム
ル
モ
其
ノ

他
ノ
場
合
ノ
死
歿
ハ
詮
議
セ
ズ

一
般
ニ
本
島
人
ノ
合
祀
ハ
昭
和
十
八
年
春
迄
ハ

保
留
セ
ラ
レ
ア
リ

但
シ
軍
屬
ニ
シ
テ

死
、

傷
死
セ
ル
モ
ノ
ハ
一
般
軍
屬
ト
同

詮
議
ス

八
、
現
地
雇
傭
ノ
病
院
看
護

ノ
殉
職
セ
ル

ハ
個
々
ニ
嚴

セ
リ

九
、
救
護
看
護

、
救
護
醫
員
（
共
ニ
赤
十
字
社

）
等
ニ
シ
テ
病
院
船
ニ
テ

地
｜
｜

地
間

復

中
患

ヨ
リ
感
染
死
亡
セ
ル

ノ
中

務
期
間
長
期
ノ
モ

ノ
ハ
合
祀
ス

一
〇
、
從
軍
記

ノ
部

作

行
動
隨

ノ

死
ハ
大
體

ム
、
但

獨
行
動
中
ニ

地
雷
ニ

レ
タ
ル
ガ
如
キ
死
歿
、

ハ
病
死
ハ

メ
ズ
、

各
新
聞
社
ノ

絡
員

ハ
之
ヲ

メ
ズ

屬 軍

信 交 (ヌ)

一
、
鐵

關
係
ノ
軍
屬
中
ニ
ハ
本
省
ト
鐵

省
ト
協
定
ノ
上

シ
タ
ル
軍
屬
（
第

一
）、
現
地
軍
ニ
於
テ
雇
傭
シ
タ
ル
軍
屬
（
第
二
）、
華
中
鐵

其
ノ
他
之
ニ

ス

ル
鐵

等
ニ

務
シ
陸
密
軍
屬
ト
セ
ル

（
第
三
）
等
ア
リ

左
記

項
ヲ

慮
シ
第
一
、
第
二
、
第
三
ノ
順
ニ
嚴

シ
ア
リ

１

作

間
ノ
事
故
死
亡
、
作

及
作

線
ノ
建
設
中
ノ
事
故
死
亡
、

作

線
ノ
保
線
保
安
ノ
爲
ノ
事
故
作

線
破

目
的
ヲ
以
テ
攻

セ
ラ
レ
タ
ル

場
合
ノ
事
故

２

作

協
力
目
的

ノ
爲
ニ
止
ム
ヲ
得
ズ
シ
テ
犯
シ
タ
ル
非
衞
生
ノ
爲
生
ジ

タ
ル
病
死

二
、
野

郵
便
關
係

モ
右
ニ
準
ズ

三
、
軍
屬
タ
ル
船
舶
關
係

ノ

死
及
作

間
ノ
事
故
ハ
合
祀
ス
ル
モ

ナ
ル

中
ノ
事
故
ハ
一
應
不
合
祀
ト
シ
テ
保
留
シ
ア
リ

四
、
支
那
事
變
ニ
於
テ
死
歿
セ
ル
軍
屬
タ
ル
船
員
ノ

ナ
ル

中
ノ
事
故
ハ
保
留

セ
ラ
レ
タ
ル
モ
大
東
亞

ニ
於
テ
ハ
保
留
セ
ズ

務
期
間
等
ヲ
考
慮
シ
詮
議
ス

他ノ其(ル)

一
、
一
般
ニ
陸
密
軍
屬
ハ
軍
屬
ト
爲
ス
コ
ト
ガ

ニ
特
別
ノ
恩
典
ニ
シ
テ
之
ヲ
悉
ク

最
高
恩
典
タ
ル
靖
國
神
社
合
祀
ニ
浴
セ
シ
ム
ル
ハ
稀

ニ
シ
テ
從
來
嚴

ニ
嚴

ヲ
重
ネ
大
部
分
保
留
シ
ア
リ
但
シ

譯
ハ
相
當
ニ
重

詮
議
シ
ア
リ
右
ノ
中
ニ
ハ

部

長
ノ
不
注
意
ニ
依
リ
長
期
ニ
亙
リ
無
宣
誓
ノ
儘
放
置
シ
死
歿
ス
ル
ヤ
陸
密
軍

屬
ト
爲
シ
タ
ル
モ
ノ
ア
リ

一
、
本
表
ハ
滿
洲
事
變
、
支
那
事
變
死
歿

ノ

格
審
査
上
個
々
ノ
詮
議
ニ
於
テ
留
意
セ
シ
事
項
ヲ
整
理
シ
之
ニ
大
東
亞

ニ
於
テ
留
意
ヲ

ス
ル
事
項
ヲ
補
備
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
ス

二
、
滿
洲
事
變
、
支
那
事
變
ニ
於
テ
留
意
セ
シ
事
項
ハ
大
東
亞

ニ
モ

用
ス

三
、
軍
人
ニ
關
シ
留
意
セ
シ
事
項
ハ
軍
屬
ニ
モ

用
ス

四
、
個
々
ノ
審
査
ノ
結
果
及
一
般

勢
ノ
推
移
ニ
應
ジ

補
備
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

參

考

從
來
ニ
於
ケ
ル
特
種
死
歿

ノ
合
祀
、
不
合
祀
、
後
日
詮
議
ノ
事
例
左
ノ
如
シ

59

第一期 嘉永六（一八五三）年から昭和二〇（一九四五）年八月一四日まで (二）合祀関係



合

否

死

歿

事

由

ノ

大

死

歿
、

發

病

地

屬

氏

名

合

祀

事
變
當
初
作

集
中
飛
行
中

落

地

飛

二

大

大

尉

×
×
×
×
外
三
名

合

祀

飛
行
演

中

落

滿

洲

飛

一

六

伍

長

×

×

×

×

×

後

詮

〃

鮮

飛

九

少

佐

×
×
×
×
外
二
名

〃

飛
行
機
ノ

中

中
不
時

〃

各
務
原
航
支
廠

曹

長

×

×

×

〃

中
大
阪
ニ
於
テ
傳
令
ニ

務
中
不
慮
死

地

七
師
後

五
大

上

等

兵

×

×

×

×

×

〃

事
變
地
ニ

中
病
死

〃

七

一

等

兵

×

×

×

×

〃

〃

鮮

八
師
一
水

一

等

兵

×

×

×

×

×

〃

〃

滿

洲

二

七

伍

長

×

×

×

×

〃

〃

支

那

輜

三

特
務
一
等
兵

×

×

×

×

〃

藥

中
陸
揚
ノ
際
爆
死

鮮

七

六

上

等

兵

×
×
×
×
外
七
名

否

二
、
二
六
事
件
ノ
不
慮
死

地

五

七

一

等

兵

×

×

×

×

合

祀

大
阪
兵
站
司
令
部
衞
兵
ト
シ
テ
立
哨
中
線
路
上
ノ
障
碍
ヲ
取
除
カ
ン
ト
シ
テ
轢
死

〃

攻

工
兵
廠

上

等

兵

×

×

×

×

否

自
動
二
輪
車

轉
演

中
不
慮
死

〃

工

一

大

伍

長

×

×

×

×

後

詮

神
經

ニ
基
ク
自
殺

滿

洲

騎
一
族
司

中

尉

×

×

×

×

〃

〃

支

那

一
〇
野
高

一

等

兵

×

×

×

×

〃

口
論
格

中
不
慮
死

〃

野
豫
病
六

一

等

兵

×

×

×

否

酒
興
ノ
同
僚
ノ
爲
刺
傷
ヲ
受
ク

關

東

州

鐵
司
（
鐵

手
）
×

×

×

×

×

後

詮

神
ニ
異

ヲ

シ

營
土
民
ニ
殺

サ
ル

支

那

三

四

伍

長

×

×

×

×

×

〃

防

下
令
下
ニ
於
ケ
ル

務
ニ
依
ル
不
慮
死

地

下
關

塞
司

准

尉

×

×

×

考 備

審査例 事
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否

罹
病
後
三
年
以
上
經

〃

獨
守

十
大

一

等

兵

×

×

×

×

〃

補
充

ニ
於
ケ
ル
敎
育
訓

ニ
於
テ

病
死

〃

一

二

一

等

兵

×

×

×

×

合

祀

昭
和
六
年
九

十
八
日
以

ノ
死
歿

滿

洲

×

×

少

佐
、×
×
特
務
曹
長

保

留

昭
和
六
年
九

十
五
日
匪

ノ
兇

ニ
斃
ル

〃

獨
守

一
大上

×

×

×

×

×

合

祀

昭
和
十
二
年
八

九
日
死

支

那

軍
特
別

陸

×
×

軍
大
尉
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【
六
八
】
靖
国
神
社
合
祀
者
ノ
調
査
詮
衡
及
上
申
名
薄
ノ
調

製
進
達
上
ノ
注
意
（
昭
和
19
年
７
月
19
日
陸
密
第
三
〇
〇
四

号
）

部
外

昭
和
十
九
年
七

陸
軍
省
印
刷

陸
密
第
三
〇
〇
四
號

靖
國
神
社
合
祀

ノ

査
詮
衡
及
上
申
名

等
ノ

製

上

ノ

意

陸
密
第
三
〇
〇
四
號

靖
國
神
社
合
祀

ノ

査
詮
衡

上
申
名

等
ノ

製

上
ノ
注
意
ニ

關
ス
ル
件
陸
軍
一
般
へ

牒

昭
和
十
九
年
七

十
九
日

陸
軍
省
副
官

菅
井
斌

首
題
ノ
件
別

ノ

配
布
ス

註

本
注
意
ハ
靖
國
神
社
合
祀

ノ

格

査
、
詮
衡
及
上
申
名

其
他
關
係
書

ノ

製
竝

上
ノ
注
意
事
項
中
昭
和
十

五
年
以
降
ノ
分
ヲ
現
況
ニ
照
應
整
理
シ
新
ニ
若
干

加
蒐

セ
ル
モ
ノ
ナ
リ

靖
國
神
社
合
祀

ノ

査
詮
衡

上
申
名

等
ノ

製

上
ノ
注
意

第
一

査
詮
衡
ニ
就
テ

一
、
靖
國
神
社
ノ
御
創
建
ハ
一
ニ
叡
慮
ニ
出
ツ
仍
チ
其
ノ
合
祀
ハ

役

事
變
ニ
際
シ
國
家
ノ
大
事
ニ
斃
レ
タ
ル

ニ
對
ス
ル
神

無
比
ノ
思

典
ナ
リ
是
ヲ
以
テ
其
ノ
衝
ニ
當
ル

ハ
常
ニ
敬
虔
ニ
シ
テ
公

ナ
ル

心

ヲ
以
テ
處
理
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
各
部

ノ
合
祀
上
申
ハ

ネ

當
ニ
實
施
セ
ラ
レ
ア
ル
モ
中
ニ
ハ

テ
事
由
ヲ

役
事
變
ニ
關

セ

シ
メ
或
ハ
充
分
ナ
ル
詮
議
ヲ
經
ス
シ
テ

地
ニ
在
ル
モ
ノ
必
ス
合
祀

セ
ラ
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
リ
ト
爲
ス
カ
如
キ

念
ノ
下
ニ
上
申
シ
或
ハ
此

ノ
神

ナ
ル
ヘ
キ
決
裁
ヲ
下
僚
ニ
委
シ
テ
放
任
シ
ア
ル
ニ
ア
ラ
サ
ル

ヤ
ヲ
疑
ハ
シ
ム
ル
モ
ノ
ア
リ
斯
ク
ノ
如
キ
ハ
其
ノ
本
義
ニ
惇
リ
神
靈

ノ

嚴
ヲ

ス
ニ
至
ル
ノ

ア
ル
ヲ
以
テ
嚴
ニ
注
意
セ
ラ
レ
度

（
昭
和
十
五
年
陸
支
普
第
一
七
二
一
號
及
昭
和
十
八
年
十

一

軍
參
謀
長
會
議
席
上
陸
軍
省
高

副
官

絡
事
項
）

二
、
陸
軍
部

ニ
於
テ

ス
ヘ
キ

格

ハ
軍
人
、
軍
屬
タ
ル
コ
ト

及
死
歿
原
因
カ

役
（
事
變
）

務
ニ
直
接
基
因
ス
ル
モ
ノ
ナ
ル
ヲ

シ
且
此
等
ニ
在
リ
テ
モ
其
ノ
實
質
ヲ

査
考
究
シ
テ
詮
衡
ス
ヘ
キ

モ
ノ
ト
ス

チ
軍
人
ニ
在
リ
テ
ハ

役
（
事
變
）
ニ
際
シ
其
ノ

務

ハ
凡
テ

役
（
事
變
）

務
ト
謂
フ
ヲ
得
ヘ
シ
ト
雖
モ

地
ニ
於
ケ

ル
凡

務
ヲ
直
接
基
因
ト

シ
得
サ
ル
ヘ
ク
又

地
（
事
變
地
）

ニ
於
テ
モ

務
忌

ノ
結
果
自

シ
タ
ル

、
私

ニ
趨
リ
爲
ニ
傷

ヲ
受
ケ
テ
死
歿
シ
タ
ル

、
軍
紀
ヲ
紊
リ

營

亡
シ
テ
土
匪
等

ニ

セ
ラ
レ
タ
ル
カ
如
キ

等
ヲ
盡
ク

格

ト

ム
ル
カ
如

キ
ハ
當
ヲ
得
サ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
死
歿
事
由
ト
生

ノ
功
績
等
ト
ハ
別

個
ニ
考
究
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
殊
ニ
軍
屬
ニ
在
リ
テ
ハ
必
任
義
務
ノ
軍

人
ト
其
ノ
本
質
ヲ
異
ニ
ス
ル
ヲ
以
テ
必
ス
當
時
附
與
シ
タ
ル
任
務
ニ

照
應
シ
テ
愼
重

確
ニ
嚴

決
定
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
特
ニ
宣
誓
未
了

（
死
亡
ノ
日
ヲ
以
テ
軍
屬
ト
ナ
シ
タ
ル

ヲ
含
ム
）
ノ
軍
屬
ニ
於
テ

然
リ
ト
ス

（
昭
和
十
五
年
陸
支
普
第
一
七
二
一
號
）

三
、
病
歿

ニ
シ
テ
其
ノ
原
因

ロ

役
（
事
變
）

務
以
外
ニ
在
ル

ヲ
疑
ハ
シ
ム
ル
カ
如
キ
疾
病
例
ヘ
ハ
結
核
、
胃
癌
、
胃
潰
瘍
、
痔
瘻
、

膽
石
病
、

尿
病
等
ニ
因
リ

地
（
事
變
地
）
ニ
到

後
間
モ
ナ
ク

發
病
死
歿
シ
タ
ル

、

溢
血
、
心

痲
痺
ニ
テ
死
歿
セ
ル

、

毒
等
ニ
基
因
ス
ル

神
病
ニ
罹
リ
甚
タ
シ
ク
常
軌
ヲ

シ
タ
ル
行
動

ヲ
ナ
シ
爲
ニ
神
格
ヲ
損
フ

及
自

又
ハ
災
厄
死
亡

等
ニ
シ
テ

合
祀
ヲ

當
ト

メ
タ
ル
場
合
ニ
ハ
合
祀
ヲ

當
ト

メ
タ
ル

ヲ

シ
タ
ル
部

長
ノ
意
見
ヲ
添
附
セ
ラ
レ
度

（
昭
和
十
五
年
陸
支
普
第
一
七
二
一
號
）

四
、

投

償

又
ハ
敎
化
兵
等
ノ
上
申
ニ
就
テ
ハ
最
モ
愼
重
嚴

ヲ

ス
ル
ニ
拘
ラ
ス

ナ
ル
死
歿

ト
共
ニ
無

作
ニ
上
申
セ
ル
例

ア
ル
ヲ
以
テ
嚴
ニ
注
意
セ
ラ
レ
度
（
新
）

五
、

地
（
事
變
地
）
以
外
ノ
地
ニ
於
テ

役
（
事
變
）
ニ
關
ス
ル
公

務
ノ
爲
傷
痍
ヲ
受
ケ
若
ハ
疾
病
ニ
罹
リ
之
カ
爲
死
歿
シ
タ
ル
モ
ノ
ノ

合
祀
ハ
極
メ
テ
稀
ニ
シ
テ
支
那
事
變
ニ
於
テ
ハ

ニ
詮
議
セ
ラ
レ
タ

ル
モ
ノ
僅
カ
ニ
一
、二
ニ

キ
ス
從
ツ
テ
之
カ
詮
衡
上
申
ハ
愼
重
嚴

ノ
上
特
ニ
合
祀

定
ノ
基
礎

項
ヲ

シ
タ
ル
詳
細

體
的
ナ
ル

事
實
證

書
、
病

書
（
特
定
流
行
病
ヲ
含
ム
）
其
ノ
他
特
ニ
參
考

ト
ナ
ル
ヘ
キ
事
項
等
添
附
ノ
上
一
應
上
申
セ
ラ
レ
度

但
シ

役
（
事
變
）

務
ニ
起
因
ス
ト
雖
モ
演

中
公
務
（
一
等

症
）
ノ
爲
傷
痍
ヲ
受
ケ
若
ハ
疾
病
ニ
罹
リ
之
カ
爲
死
歿
シ
タ
ル

及

不
慮
ノ
災
厄
（
航

殉
職
ヲ
含
ム
）
ノ
爲
ノ
死
歿

ハ
含
マ
サ
ル
ニ

付
爲
念

（
昭
和
十
八
年
陸
亞
普
第
九
一
二
號
）

六
、
靖
國
神
社
合
祀

ノ

査
詮
衡
ニ
當
ル

ハ
常
ニ
敬
虔
ニ
シ
テ
公

ナ
ル
心

ヲ
以
テ
處
理
ス
ル
モ
ノ
ナ
ル
事
ハ
論
ヲ
俟
タ
ス

レ
ル

部
下
愛
ニ
囚
レ
、
或
ハ
上
申

ナ
ル
事
務
處
理
ニ
流
レ
爲
ニ
祭
神
ノ

詮
衡
神

ヲ
缺
キ

旨
ニ
背
キ
奉
リ
神
靈
ノ

嚴
ヲ

ス
コ
ト
ア

ラ
ン
カ
實
ニ
由
々
シ
キ
大
事
ナ
リ
、
最

況
愈
々
悽
愴
苛
烈
從
ツ

テ
合
祀

格
ノ
詮
衡
從

ニ
比
シ

々
複

ナ
ラ
ン
ト
ス
此
ノ
間
ニ

處
シ
第
一
線
部

ノ
心

又
察
ス
ル
ニ
餘
リ
ア
ル
モ
如
上
ノ
趣
旨
ニ

稽
ヘ
是
カ
詮
衡
ハ
愈
々
愼
重
ヲ

ス
ル
ニ
付
更
ニ
注
意
ヲ
倍

セ
シ

メ
ラ
レ
度

參
考
ノ
爲
合
祀
上
申
不

當
ナ
ル
例
ヲ

ク
レ
ハ
左
ノ
如
シ

イ
、
軍
中

亡
罪
ノ
爲
刑
務

入

中

病
歿
セ
ル
モ
ノ

投
後
病
歿
セ
ル
モ
ノ

⎭ ⎬ ⎫

ナ
ル
病
死

ト
同

ニ

取

ヒ

ヲ

セ
ス

ス

ロ
、
自

眞
因
ノ
究

不
充
分
ナ
ル
モ
ノ

事
變

務
ニ
從
事
セ
ス
且

シ
ア
ラ
サ
ル
モ
ノ
ヲ
何
等
部

長

ノ
合
祀
意
見
ヲ
加
フ
ル
事
無
ク

セ
ル
モ
ノ
ア
リ

ハ
、

死
確

度
ノ
不
確
實
ナ
ル
モ
ノ

ノ
モ
ン
ハ
ン
事
件
當
時

死
ト

定
セ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
敵
側
抑
留

ノ
疑
濃
厚
ナ
リ
シ
モ
ノ
ア
リ
シ
ニ
ヨ
リ
昭
和
十
六
年
十
二

一
日

陸
密
第
三
七
一
八
號
ヲ
以
テ
再

査
方

牒
セ
ラ
レ
タ
リ
、
大
東

亞

ニ
於
ケ
ル
合
祀
上
申
ニ
方
リ
テ
モ
考
慮
ヲ

ス
ヘ
キ
問
題

ト
ス

ニ
、

製
主
任
ノ

當
ナ
ラ
サ
ル
モ
ノ

製
主
任
ハ

屬
部

長
ナ
ル
ニ
拘
ハ
ラ
ス
高
等
司
令
部
ノ
幕
僚
、

聯
、
大

副
官
又
ハ
之
ニ

ス
ル
モ
ノ
ノ
名
ヲ
以
テ

製
セ
ル
モ

ノ
ア
リ

（
昭
和
十
八
年
十
二

軍
參
謀
長
會
議
席
上
陸
軍
高

副
官

絡
事
項
）

七
、
在

間
死
歿

ノ
靖
國
神
社
合
祀
ニ
就
テ

在

間
死
歿

ニ
シ
テ
靖
國
神
社
ニ
合
祀

格
ヲ

ス
ル

ノ
上
申

手
續
ハ
其
大
部
聯

區
司
令
官
ノ

任
ニ
屬
シ
之
カ

査
詮
衡
ハ
極

メ
テ
困

ア
ル
ハ
深
察
セ
ラ
ル
ル
ト
コ
ロ
ナ
ル
モ

去
ニ
於
ケ
ル
上

申
書

ニ
ツ
キ

察
ス
ル
ニ
注
意
ヲ

ス
ル
點
尠
ナ
カ
ラ
ス
甚
タ
シ

キ
ハ
之
カ

査
詮
衡
ヲ

シ
ア
ラ
サ
ル
ヤ
ト
疑
ハ
ル
ル
モ
ノ
ア
リ
、

萬
一
之
カ

査
詮
衡
當
ヲ
失
セ
ン
カ

ナ
ル
事
務
上
ノ
措
置
ニ
依
リ

解
決
シ
得
ス
極
メ
テ
恐
懼
ニ
堪
ヘ
サ
ル
結
果
ヲ
招
來
ス
ル
ニ
鑑
ミ
特
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ニ
愼
重
嚴

憾
無
キ
ヲ
期
セ
ラ
レ
度

イ
、
死
因
ト

役
又
ハ
事
變

務
ト
ノ
關
聯
性
ノ
究

死
因
ト

役
又
ハ
事
變

務
ト
ノ
因
果
關
係
ハ
合
祀

格
詮
議
上

極
メ
テ
重

ナ
ル
ニ
拘
ハ
ラ
ス
之
カ
究

徹
底
的
ナ
ラ
サ
ル
モ

ノ
多
シ
、

ク
關
係
ナ
シ
ト

メ
ラ
ル
ル
モ
ノ
ヲ
其
儘
上
申
セ
ル

モ
ノ
、
關
係
極
メ
テ
乏
シ
ク
本
人
ノ
不
攝
生
ニ
依
ル
疾
病
カ
死
主

因
ト

察
セ
ラ
ル
ル
モ
ノ
、
或
ハ
感
染

路
カ

地
ニ
ア
ラ
サ
ル

ヤ
ト
思
料
セ
ラ
ル
ル
モ
ノ
、
甚
タ
シ
キ
ハ
地
方
醫
師
ニ
於
テ

レ

ル
同

心
ニ
依
リ

テ

役
事
變

務
ニ
關
聯
ア
ル
如
ク
病

書

等
ヲ
記
載
セ
ル
ニ
ア
ラ
サ
ル
ヤ
ト
疑
ハ
ル
ル
モ
ノ
其
ノ
跡
ヲ

タ

ス
死
歿

ノ
原

屬

其
ノ
他
ト
更
ニ
密
接
ニ

繫
シ

地
方
醫

（

ニ
死
歿
時
ノ

治
醫
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
中
間
ニ
於
ケ
ル
診
療
醫
ヲ

含
ム
）
ヲ

切
ニ
指

シ
或
ハ

査
シ

憾
ナ
キ
ヲ
期
セ
ラ
レ
度

地
方
醫
ノ
作
製
ス
ル
病

書
ノ
書
式
ハ
區
々
ナ
ル
モ

ル
ヘ
ク

陸
軍
ニ
於
テ
定
メ
タ
ル
書
式
ヲ
準
用
ス
ル
如
ク
豫
メ
管

醫
師
會

等
ヲ

シ
指

ス
ル
ヲ
便
ト
ス

ロ
、
在

間
ノ
一
般
起
居
容
儀
ノ
究

思
想
的
ニ
面
白
カ
ラ
サ
ル
言
動
ヲ
爲
シ
タ
ル

、
或
ハ
世
人
ニ

解
又
ハ
忌
憚
セ
ラ
ル
ル
カ
如
キ
生
活
行
動
ア
リ
タ
ル
モ
ノ
ヲ

ニ

死
因
ノ
ミ
ニ

シ
合
祀
手
續
ス
ル
カ
如
キ
コ
ト
ア
ラ
ン
カ
神
德
ヲ

汚
シ
一
般
社
會
ノ
神
社

崇
ノ
念
ニ
及
ホ
ス
影

極
メ
テ
大
ナ
ル

ニ
鑑
ミ
地
方
醫
ニ
依
リ
疾
病

況
ヲ

査
ス
ル
ト
共
ニ
市
（
區
）

町
村
當
局
、

兵
、
警
察
、
在

軍
人
會
、
本
人
ノ
就
職
先
ノ
官

、
會
社
、
工
場
等
ト
密
ニ

繫
シ
病

、
出
務

況
、

怠
、

本
人
又
ハ
家
族
ノ
言
動

隣
ノ
風

等
ヲ
蒐
集
シ

料
ヲ
愼
重
ニ

提
出
セ
ラ
レ
度

（
昭
和
十
九
年
二

各
軍
、
師
團
動
員

兵
主
任
參
謀
、
聯

區

司
令
官
、
兵
事
部
長
會
同
席
上
陸
軍
省
高
級
副
官
口
演

旨
）

第
二

死
確

（

定
）

ノ
取

ニ
就
テ

一
、
一
般
死
歿

、
生
死
不

ノ
取

ニ
關
シ
テ
ハ

族
扶
助
業
務

ノ

ナ
ル
處
理
ヲ
目
的
ト
シ
テ
定
メ
ラ
レ
タ
ル
昭
和
十
七
年
陸
密

第
二
六
七
七
號
ト
靖
國
神
社
合
祀
ト
ハ

ク
別
個
ノ
立
場
ニ
在
ル
モ

部

長
ニ
於
テ

ニ
合
祀
ヲ
至
當
ト

ム
ル
場
合
ハ
死
歿
ヲ
立
證
ス

ヘ
キ

ノ

況
、

場
ノ
彼
我
勢
力
圈
ノ
推
移
、
屍
體
ヲ
收
容
シ

得
サ
リ
シ
事
由
、
屍
體

索
ノ
經
緯
等

死
ト

定
シ
タ
ル
根
據
ヲ

詳
細
具
體
的
ニ
記
載
シ
タ
ル
書

ヲ
添
附
シ

ス
ル
モ
ノ
ト
ス
、

死
確

後
ト
雖
モ
一
件
書

上
ハ

ニ

死
ト
記
載
ス
ル
コ
ト

ナ
ク
生
死
不

何
年
何

何
日

死
確

ト
シ

定
ノ
根
據
タ
ル
書

ヲ
添
附
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
從
來
之
カ
取
扱
ニ
關
シ
左
記
各
項
ノ
如

ク
未
タ
充
分
ナ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ア
ル
ニ
付
一

愼
重
確
實
ヲ
期
ス
ル

ア
リ

イ
、

死
確

ノ
根
據
極
メ
テ

ナ
ル
モ
ノ
例
ヘ
ハ
物
的
根
據
ナ

ク

ナ
ル
一
般

況

ニ
基
キ

決
セ
ル
モ
ノ
ア
リ

ロ
、
屍
體
發
見
ノ
經
緯
ハ
其
ノ
確

ノ
根
據
審
査
上
極
メ
テ
重

ナ

ル
ニ
拘
ハ
ラ
ス

瞭
ナ
ラ
サ
ル
モ
ノ
多
シ

ハ
、
屍
體
發
見
ノ
場
合
其
ノ
本
人
タ
ル
ヲ

定
シ
タ
ル
責
任

不

ナ
ル
モ
ノ
ア
リ

ニ
、
物
的
證
據

料
ハ

細
洩
サ
ス

ル
ヘ
ク
多
ク
蒐
集
シ
テ
各
角

度
ヨ
リ

察
シ

メ
テ
正
確
ナ
ル

決
ヲ
得
ラ
ル
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ

本
人
ノ

識
票
或
ハ

ノ
一
部
等
ノ
發
見
ニ
依
リ

定
ス
ヘ
キ

モ
ノ
ニ
ア
ラ
ス
蓋
シ
此
等
ノ

料
ハ
本
人
ノ
身

ト

對
不
離
ノ

モ
ノ
ニ
ア
ラ
サ
レ
ハ
ナ
リ

ホ
、
生
死
不

ヲ
確

上
申
ノ
場
合
ハ
他
ニ
同
時
ニ
行
衞
不

ト

ナ
リ
未
タ
屍
體
ヲ
發
見
セ
サ
ル

或
ハ

ニ
確

報

セ
ル
モ
ノ

等
ア
ル
時
ハ
其
ノ
官
氏
名
等
ヲ
參
考

料
ト
シ
テ
附
記
ス
ル
ノ

意
ヲ
必

ト
ス

ヘ
、
溺
死
ノ
場
合
屍
體
ヲ
收
容
セ
ル
ヤ
或
ハ

ニ
溺
死
ヲ
目

セ
ル

ニ

キ
サ
ル
ヤ

然
タ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ア
リ

ト
、
舟
艇
顚

、

雷
、
被
爆
等
ニ
依
ル

牲

中
ニ
ハ
完

ニ
死

歿
ヲ
確

シ
得
ル

ト
然
ラ
サ
ル

ト
ア
リ
然
ル
ニ

ク
同
一

セ
ル
モ
ノ
ア
リ

（
昭
和
十
六
年
陸
支
普
第
七
九
九
號
修
正
）

生
死
不

中
ノ
處
後
日
屍
體
ヲ
發
見
收
容
シ
或
ハ
屍
體
發
見
ス
ル
ニ

至
ラ
サ
ル
モ
各
種
ノ

料
ニ
依
リ

死
ト

定
ノ
上
合
祀
方
ヲ
上
申

セ
ル

ハ
約
〇
〇
名
ニ

ク
之
等
ノ

ノ
中
ニ
ハ
其
後

投
セ
ル

、

或
ハ
敵
側
ニ
抑
留
セ
ラ
レ
ア
ル
カ
如
キ

等
可

多
數
ア
ル
カ
如
キ

實

ニ
鑑
ミ
之
カ
詮
議
ハ
極
メ
テ
愼
重
ニ
爲
シ
ツ
ツ
ア
リ
從
ツ
テ
各

部

長
ノ

死

定
ノ
根
據
、
經
緯
、

然
タ
ラ
サ
ル

或
ハ
其

料

體
的
ナ
ラ
サ
ル
モ
ノ
、
又
ハ
乏
シ
キ
モ
ノ
等
ハ
大
部
保
留
セ
ラ

レ
ア
リ
、
故
ニ
之
等
未
合
祀

ノ
生
否
ノ

定
ノ
根
據
タ
ル
ヘ
キ

體
的

料
ニ
シ
テ
合
祀
名

ニ
添
附

ニ
提
出
セ
ル
モ
ノ
以
外
ニ
蒐

集
シ
得
タ
ル
場
合
ハ

提
出
ス
ル

合
祀
名

提
出
後
萬
一
生

存
ノ
疑
ア
ル
カ
如
キ

ヲ
發
見
セ
シ
場
合
ハ

ニ
電
報
ス
ル

指

セ
ラ
レ
度

（
昭
和
十
七
年
五

參
謀
長
會
議
席
上
陸
軍
省
高
級
副
官
口
演

旨
）

二
、
飛
行
機
搭
乘
死
歿

飛
行
機
ニ
搭
乘
シ

役
又
ハ
事
變

務
ニ
從
事
中
敵
地
ニ
自
爆
等
ノ

爲
屍
體
ハ
收
容
ス
ル
ニ
至
ラ
サ
ル
モ
部

長
ニ
於
テ

死
と

定
合

祀
方
ヲ
上
申
セ
ル
約
〇
〇
名
ノ

ハ

號
ト
同

極
メ
テ
愼
重
ニ
詮

議
中
ニ
シ
テ
其
大
部
ノ

ハ
未
タ
保
留
セ
ラ
レ
ア
ル
現
況
ニ
テ
其
ノ

ニ
ハ

死
セ
ル
コ
ト
大
體
確
實
ナ
ル
モ
ノ
多
數
ア
ル
カ
如
シ
航

本
部
ヲ

シ
生
否
ノ
確
實
度
ヲ
再

査
中
ナ
ル
モ
此
種
死
歿

ノ
合

祀
ハ
其
性
質
上

ヲ
許
サ
サ
ル
モ
ノ
ナ
ル
ヲ
以
テ
各
部

ニ
於
テ

死
歿
セ
ル
コ
ト
確
實
ナ
リ
ト

ム
ル
モ
ノ
ハ

號
ニ
準
シ
其
ノ
旨
報

ス
ル

指

セ
ラ
レ
度

（
昭
和
十
七
年
五

參
謀
長
會
議
席
上
陸
軍
省
高
級
副
官
口
演

旨
）

三
、
艦
船
搭
乘
死
歿

支
那
事
變
間
敵

上
陸
、
其
他
ノ
場
合
ニ
於
テ
、
又
今

大
東
亞

開
始
以
來
此
種

歿
ノ
爲
屍
體
ヲ
收
容
ス
ル
ニ
至
ラ
サ
ル

極
メ

テ
多
ク
、

ニ
各
部

長
ニ
於
テ

死
ト

定
合
祀
方
ヲ
上
申
セ
ル

多
數
ア
ル
モ

各
項
ト
同

極
メ
テ
愼
重
ニ
詮
議
中
ニ
シ
テ
其
大

部
ノ

ハ
今

保
留
セ
ラ
レ
ア
リ
、
此
種
死
歿

ノ
合
祀
モ
今

ノ
特
質
上

ヲ
許
サ
サ
ル
ニ
付
各
部

ニ
於
テ
死
歿
セ
ル
コ
ト

確
實
ナ
リ
ト

ム
ル
モ
ノ
ハ
更
ニ
報

セ
ラ
レ
度
（
新
）

項
該
當

ノ
大
部
ハ
其
ノ

ノ
特
質
等
ノ
關
係
上

ニ
屍
體
ヲ

收
容
ス
ル
ニ
至
ラ
サ
ル
モ
夫
々
完

ニ
任
務
ヲ

シ
壯
烈
鬼
神
ヲ
泣

カ
シ
ム
ル
忠
死
ヲ

ケ
ラ
レ
タ
ル

ナ
ル
ヘ
キ
ニ
付
一
日
モ

ニ
合
祀

ノ
恩
典
ヲ
奏

シ
英
靈
ニ
對
ヘ

族
ヲ
慰
メ
度
モ
一
面

ノ
如
ク
生

死
ニ
關
シ
疑
念
ノ
存
ス
ル

モ

含
セ
ラ
レ
ア
ル
實

ニ
鑑
ミ
若
シ
萬

一
此
種
生
存

ヲ

テ
合
祀
ス
ル
ニ
至
ラ
ン
カ
其
影

ス
ル

極
メ
テ

重
大
ニ
シ
テ

ナ
ル
事
務
上
ノ
手
續
ニ
依
リ
御
取

ヲ
奉

ス
ル
コ
ト

ハ

對
不
可
能
ナ
ル
ニ
付
本
省
ニ
於
ケ
ル
愼
重
ナ
ル
詮
議
態
度
ハ
特
ニ

諒
承
ア
リ
度

恩
賞
ト
靖
國
神
社
合
祀
ト
ハ
別
個
ノ
問
題
ナ
ル
ニ
付
爲
念

（
昭
和
十
七
年
五

參
謀
長
會
議
席
上
陸
軍
省
高
級
副
官
口
演

旨
）

第
三

合
祀
上
申
名

ノ
記
載
方
ニ
就
テ

一
、
名

記
載
ノ
各
項
ハ
上
奏
竝
ニ
祭
神
名

製
ノ
基
礎

料
ニ
シ

テ
靈
璽
神
社

陣
ニ
奉
齋
セ
ラ
レ
ン
カ
之
カ
訂
正
ハ

對
ニ
不
可
能

ナ
ル
ヲ
以
テ
極
メ
テ
正
確
ナ
ル
ヲ

ス

而
シ
テ
祭
神
ノ
命
日
ニ
ハ

族
ニ
對
シ
參

ヲ
案

シ
ア
ル
處
從
來

位
勳
ノ
不

官
等
級
ノ
相

等
ヲ
指
摘
シ
來
ル
向
モ
ア
リ
テ
不

合

多
キ
ニ
付
合
祀
名

製
ニ
方
リ

漏
ナ
キ
ヲ
期
ス
ル
ハ
勿
論

後
ニ
於
テ
モ
異
動
ヲ
生
シ
又
ハ
齟
齬
ヲ
發
見
セ
ハ

ニ
訂
正
報

ヲ
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勵
行
セ
ラ
レ
度

（
昭
和
十
五
年
陸
支
普
第
一
七
二
一
號
）

二
、
死
亡
事
由

本

ノ
記
載
事
項
中
死
歿
年

日
、
死
歿
原
因
、
死
歿
地
點
等
ハ

直
正
確
ナ
ラ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
然
ル
ニ

時
死
亡

生
死
不

名
票

竝
ニ

書

ト
相

（

書

ニ
在
リ
テ
ハ
一
部
ノ
記
載
ヲ
省

略
シ
又
ハ

匿
部

號
ヲ
用
フ
ル
ヲ
謂
フ
ニ
非
ス
）
シ
ア
ル
モ
ノ
ニ

シ
テ
其
ノ
何
レ
ニ
據
ル
ヘ
キ
ヤ
ニ
疑
惑
ヲ
生
ス
ル
場
合
ア
リ
又
屍
體

ヲ
收
容
セ
サ
ル
ニ
拘
ラ
ス

傷
當
時
ノ
目

、
一
部

留
品
ノ
發
見

ニ
依
リ
「
何
部
何
々
銃
創
ニ
因
リ

死
」
等
ト

定
シ
屍
體
ニ
關
ス

ル
記

ヲ
缺
ク
モ
ノ
ア
ル
モ
此
ノ
如
キ
ハ
最
モ

當
ナ
ラ
サ
ル
モ
ノ

ニ
シ
テ
部

長
ノ

ノ
心

ヲ
疑
ハ
サ
ル
ヲ
得
サ
ル
モ
ノ
ア
リ
若

シ

リ
ニ
敵
手
ニ
入
リ
後
日
生
存
ス
ル
ニ
於
テ
ハ

書

等
ノ
如

ク
事
務
的
處
理
ニ
依
リ
解
決
シ
得
ル
モ
ノ
ニ
非
ス
シ
テ
神
社
ノ

嚴
、

國
民
ノ
崇
敬
立

ニ
シ
テ
地
ニ

チ

ニ
御
創
建
ノ

旨
ニ
背
キ
奉

ル
ニ
至
ル
ヘ
キ
ヲ
以
テ

ク
マ
テ
愼
重
ヲ
期
ス
ル
ノ

ア
リ
（
昭
和

十
五
年
陸
支
普
第
一
七
二
一
號
）

、

々
受
傷
部
位
ノ
記

ナ
ク

ニ

死
ト
記

セ
ル
モ
ノ
或
ハ

水
際
附

ノ

ニ
於
ケ
ル

死

中
敵

ニ
依
ル
受
傷

死
ナ
リ

ヤ
溺
死
ナ
リ
ヤ

然
タ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ア
リ
又
彼
我
直
接
ノ

手
段

ニ
因
ル
外
傷
及
不
慮
死
（

死
）
ト

ナ
ル
外
傷
不
慮
死
ト
混
淆
セ

ル
モ
ノ
ア
リ
注
意
ヲ

ス（
昭
和
十
六
年
陸
支
普
第
七
九
九
號
修
正
）

三
、
名

ノ
訂
正

本
名

ハ
之
カ
提
出
後

容
ノ
訂
正
ヲ

セ
サ
ル
如
ク
愼
重
ナ
ル

査
ヲ
經
テ

製
シ
提
出
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
若
シ
萬
一
名

提
出
後

容

ノ
訂
正
ヲ

ス
ル
事
項
ヲ
發
見
セ
シ
時
ハ

時
死
亡

生
死
不

名
票
及

ノ
訂
正
ト
關

シ

ニ
訂
正
（
異
動
）
報

ヲ
ナ
ス

モ
ノ
ト
ス
特
ニ
生
存
又
ハ

投
其
他
合
祀

格
ニ
關
シ
疑
義
ア
ル
事

項
發
覺
シ
タ
ル
場
合
ハ

カ
ニ

旨
ヲ
電
報
シ

テ
文
書
ヲ
以
テ
詳

報
セ
ラ
レ
度

（
昭
和
十
八
年
陸
亞
普
第
九
一
二
號
修
正
）

四
、

地
部

ヘ
業
務

絡
、
補
給
、
宰
領
ノ
爲
出
張
中
死
歿
セ
ル

或
ハ

後
死
歿
セ
ル

ノ
上
申
名

ノ
記
載

然
タ
ラ
サ
ル
モ
ノ

ア
リ
、
死
亡
事
由

ニ

記
セ
ラ
レ
度

（
昭
和
十
六
年
陸
支
普
第
七
九
九
號
修
正
）

第
四

關
係
附
屬
書

ニ
就
テ

一
、
合
祀
後
其
ノ

格
ノ
當
否
ニ
關
シ
テ
ハ
些
カ
モ
疑
義
ヲ
生
セ
シ
メ

サ
ル
ヲ

ス
ル
ヲ
以
テ
本
省
ニ
於
テ
ハ
愼
重
ニ

査
シ
ア
リ
從
來
之

等
關
係
書

中
動
モ
ス
レ
ハ
彼
是
一
致
ヲ
缺
ク
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
中
ニ
ハ

生
死
ノ
實
否
及
死
因
如
何
ヲ
疑
ハ
シ
ム
ル
モ
ノ
尠
シ
ト
セ
ス
之
カ
爲

合
祀

シ

族
竝
舊
關
係
部

長
等
ニ
焦
慮
不
安
ヲ
與
フ
ル
カ
如

キ
事
象
多
キ
ニ
鑑
ミ
此
等
關
係
書

等
ノ

容
ハ
愼
重
ニ

査
點

ノ
上

ノ

ア
リ
然
シ
テ

々
關
係
書

ヲ

テ
一
致
セ
シ
ム
ル

爲
直
接
事
務
ニ
從
事
ス
ル

ニ
於
テ
非
合
法
的
ニ
姑
息
ナ
ル
修
正
ヲ

ナ
セ
ル
モ
ノ
ア
ル
モ
此
ノ
如
キ
ハ
嚴
ニ
戒
メ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス

、

電
等
ノ
爲

ニ
病
死
或
ハ
特
殊
ノ
死
因
ノ

ヲ

死
ト
シ
テ
凡
テ

ノ
取
扱
ヲ
爲
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
雖
モ
後
日
ノ

謬
ヲ
發
見
セ
ハ
敢
然
大

乘
的
見
地
ヨ
リ
從
來
ノ
經
緯
ヲ
一
擲
シ

直
ニ

申
ス
ル
ヲ

ス

（
昭
和
十
六
年
陸
支
普
第
七
九
九
號
）

二
、
病

書
、
事
實
證

書

本
書

ハ
合
祀

格
審
査
上
極
メ
テ
重

ナ
ル
ニ
拘
ラ
ス
左
記
各
項

例
示
ノ
如
ク
之
カ
記

其
ノ
主
旨
ニ
合
セ
サ
ル
爲
審
議
再

査
等
ニ

大
ナ
ル
手
數
ト
日
子
ヲ

シ

テ
合
祀
手
續

ス
ル
モ
ノ
極
メ
テ

多
キ
ニ
付
注
意
ヲ

ス

イ
、
死
歿
原
因
ト

役
（
事
變
）

務
ト
ノ
因
果
關
係

確
ナ
ラ
サ

ル
モ
ノ
或
ハ
記

事
項
冗
長
修

ニ

キ

點
ヲ
捕
捉
シ
得
サ
ル

モ
ノ
ア
リ

ロ
、
事
實
證

書
ト
病

書
ト
ハ
其
ノ
目
的
ヲ
異
ニ
ス
ル
ニ
拘
ラ
ス

兩

ノ

容
何
等

フ
處
ナ
ク
又
其
ノ

容
中
當
然
一
致
ス
ヘ
キ

事
項
彼
是
相

ス
ル
モ
ノ
ア
リ

ハ
、
事
實
證

書
ニ
於
テ
昭
和
十
七
年
陸

第
七
十
六
號
（
昭
和
十

五
年
陸
普
第
三
三
七
〇
號
）
ニ
依
ル
書
式
ノ
型
式
ニ
拘
泥
シ
其
ノ

務
發
病

況
等

確
ナ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ア
リ
期
間
場

ヲ
以
テ
詳

細

體
的
ニ
記
載
ス
ル
ノ

ア
リ

ニ
、

地
（
事
變
地
）
ニ
於
ケ
ル

務
ノ
長
短
竝
ニ
其
ノ

務

況

ハ
合
祀

格
審
査
ニ
關
係
ス
ル
コ
ト
極
メ
テ
大
ナ
ル
ニ
拘
ラ
ス

地
（
事
變
地
）
到

、
發
病
及
死
歿
等
ノ

日

然
タ
ラ
サ
ル
モ

ノ
竝
ニ
其
ノ

務
地
、
當
時
ノ

境
、

務
ノ
性
質
及
死
因
等
ノ

記
載
方

體
的
ナ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ア
リ

ホ
、

傷
後
餘
病
ヲ

發
セ
ル
場
合
又
ハ
罹
病
數
種
ニ
互
ル
場
合
死

歿
ノ
主
因
何
レ
ニ
ア
ル
ヤ

然
タ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ア
リ

ヘ
、

傷
又
ハ
流
行
病
ヨ
リ
平
病
ニ
轉
症
（

發
）
セ
ル
場
合
ニ
事

實
證

書
、
病

書
ノ
添
附
ナ
キ
モ
ノ
ア
リ

ト
、
一
旦
治
癒

院
シ
タ
ル
後
當
該
病
再
發
シ
タ
ル
場
合
又
ハ
當
該

病
ヨ
リ
續
發
シ
タ
ル
場
合
ハ

院
時
ノ
病

書
ヲ
添
附
セ
ラ
レ

度

（
昭
和
十
六
年
陸
支
普
第
七
九
九
號
修
正
）

第
五

重
複

ノ
防
止
ニ
就
テ

各
部

ニ
於
テ
ハ
死
歿

「
イ
ロ
ハ
名

」
等
ヲ

製
シ
合
祀
名

ノ

及
合
祀
濟
否
等
ヲ
其
ノ

度
記

シ
重
補

ノ
防
止
ニ
努
メ
ツ

ツ
ア
ル
モ
之
カ
整
理
不
的
確
ナ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
或
ハ

任
部

又

ハ
補
充

（
留
守

任
部

）
ト
野

部

相
互
間
ノ

絡
竝
ニ

改
正
ニ

フ
新
舊
部

相
互
ノ
引

不
充
分
ニ
シ
テ
時
ニ
ハ
合
祀
促

ノ
爲
更
ニ
別
個
ノ
名

ヲ

製
再

ス
ル
等
ニ
起
因
シ
本
省
ニ
於
ケ

ル

期
合
祀

格
審
査
ニ
於
テ
相
當
多
數
ノ
重
複

ヲ
發
見
シ
ア

ル
現
況
ニ
鑑
ミ
官
報
ニ
登
載
セ
ラ
レ
タ
ル
合
祀

示
等
ヲ
利
用
シ
記

ノ
整
理
ニ

憾
ナ
キ
ヲ
期
ス
ル
ト
共
ニ
關
係
部

相
互
ノ

絡
ヲ
一

密
ニ
シ

對
ニ
重
複

ナ
キ

注
意
ヲ
倍

セ
ラ
レ
度
、

名

部
數
ハ
同
一
人
ニ
ツ
キ
一
部
ト
ス

（
昭
和
十
六
年
陸
支
普
第
七
九
九
號
、
昭
和
十
八
年
陸
亞
普
第
九
一
二

號
修
正
）

第
六

本
省
ノ

格

査
ニ
於
テ
一
應

格
ア
リ
ト

メ
タ
ル
場
合
モ

時
死
亡

生
死
不

名
票
未

ノ
分
ハ
愼
重
ヲ
期
ス
ル
爲
之
カ
合
祀

手
續
ヲ
保
留
シ
ア
ル
ニ
付
承
知
セ
ラ
レ
度

第
七

靖
國
神
社
合
祀
ニ
關
係
ア
ル

條
規
ノ

究
ハ
一
般
ニ
不
充
分
ニ

シ
テ
部

ニ
依
リ

庭
ア
ル
ヲ
以
テ

一

深
刻
ニ

究
ノ

ア
リ
、

特
ニ
軍
直

小
部

及
屡
々

屬
ノ
變
更
或
ハ

改
正
等
ニ
依
ル
新

舊
兩
部

ノ
引

又

全
滅
或
ハ

歿
其
他

況
上
屍
體
收
容
等
ノ

措
置
ニ
關
シ
困

ヲ
豫
想
セ
ラ
ル
ル

況
下
ノ
死
歿

ノ

査
、
詮
衡
、

名

ノ

製
ニ
關
シ
テ
ハ
其
上
級
軍

ニ
於
テ

宜
ノ
方
法
ヲ
以
テ
懇

切
ニ
指

セ
ラ
レ
度

（
昭
和
十
六
年
陸
支
普
第
七
九
九
號
修
正
）
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【
六
九
】
昭
和
二
十
年
春
靖
国
神
社
合
祀
者
資
格
調
査
委
員

会
説
明
要
旨
（
昭
和
19
年
11
月
12
日
）

昭
和
二
十
年
春

靖

國

神

社

合
祀

格

査
委
員
會

明

旨

一
、
來
春
大
祭
合
祀
豫
定

數
ト
審
査
數

二
、
合
祀
手
續
ノ

三
、
委
員
長
合
祀
決
定
ヨ
リ
上
奏
迄
ノ
事
務

四
、

格

査
上
準
據
ス
ヘ
キ
關
係
條
規

五
、
審
査

規
及
審
査
上
留
意
事
項

六
、
審
査
實
施

領

七
、
其

他

各
委
員
ニ
配
布
事
項

１

明

旨

２

準

據

條

規

３

審
査

規
及
留
意
事
項

一
、
來
春
大
祭
合
祀
豫
定

數
ト
審
査
數

來
春
大
祭
合
祀
豫
定

數
ハ
陸

合
計

五
萬
ヲ
目
標
ト
シ
ア
リ
（
十

月
三
十
日
大
臣
決
裁
）
之
カ
爲
陸
軍
ハ

三
萬
五
千
ヲ
目
標
ト
ス
ル
ヲ

シ
審
査
數
ハ
左
ノ
如
ク
ナ
ル

第
一

審
査

十
一
月
下
旬
）

一
萬
四
千
八
百
二
十
四

第
二

審
査

十
二
月
中
旬
）

一

萬

五

千

計

三
萬

右
ノ
中
ヨ
リ

二
萬
三
千
ヲ
得

右
ノ
外

迄
ノ
審
査
ニ
ヨ
リ
合
祀
決
定
セ
ル
モ
ノ
一
萬
二
千
五
十
六

計
合
祀
豫
定
數

三
萬
五
千

餘
裕
ア
ル
時
ハ

軍
ノ
合
祀
數
ト
睨
ミ
合
セ
可
及
的

加
ス
ル
如

ク
ス

二
、
合
祀
手
續
ノ

各
部

ノ
提
出
セ
ル
合
祀
上
申
名

ヲ
審
査
シ
委
員
長

テ
大
臣
ノ
決

裁
ヲ
受
ケ
上
奏
御
裁
可
ヲ
仰
ク
モ
ノ
ナ
リ

１
各
部

死
歿

ア
ル
ヤ
本
年
七
月
陸
亞
密
第
二
九
五
三
號
靖
國
神
社
合
祀

査
及
上
申

則
ニ
據
リ
陸
軍
大
臣
ニ

ス

本
省
ニ
於
ケ
ル

査
及
手
續

イ

到
着
ス
ル
合
祀
名

ヲ
夫

死
、

傷
死
（
合
祀
）
ト
其
ノ

他
（
特
別
合
祀
）
ニ
區
分
シ
各
部

ニ

宜
ノ
人
員
數
ヲ
纏

メ
合
祀
各
名

綴
ト
ナ
シ
審
査
ニ
供
ス
（

査
委
員
ニ
提
出

下
審
査
ニ
ヨ
リ
不
備
ア
ル
モ
ノ
ハ
提
出
セ
ス
）

ロ

時
死
亡

生
死
不
明

報

ト
ノ
照
合

本
報

ト
對
照
シ
生
死
ノ
確
否
及
死
歿
事
由
ノ
眞
否

査
ノ
一

端
ニ
供
シ
ア
リ
、

チ
合
祀
手
續
ア
ル
モ
本
報

未

ノ
分
ハ

保
留
（
下
審
査
ニ
ヨ
リ
未

明
ノ
モ
ノ
ハ
提
出
セ
ス
）
シ
、

提
出
後
手
續
シ
ア
リ
、
又
死
因
ニ
於
テ

々
相

ス
ル
モ
ノ
ア

リ
、
之
等
ハ
其
眞
相
ヲ
究
明
ノ
上
手
續
シ
ア
リ

ハ

査
委
員
ノ

格

査

委
員
ハ
別
紙
審
査

規
及
留
意
事
項
ニ
基
キ
個
々
ノ
名

ヲ
審

査
シ
、
ソ
ノ
結
果
ニ
基
キ
左
ノ
如
ク
區
分
ス

㈠
各
委
員
ノ
意
見
殆
ン
ト
一
致
シ
委
員
長
合
祀
ト
決
裁
セ
ラ

レ
タ
ル
モ
ノ
本
期
又
ハ

期
ノ
大
祭
ニ
手
續
ス
、
但
シ
死

歿
年
月
日
、
死
歿
區
分
ヲ
考
慮
ス

㈡
各
委
員
ノ

定
區
分
ナ
ル
モ
ノ

審
査

了
後
、
審
査
委
員
會
ヲ
開
キ
討
議
シ
委
員
長
ノ
決

裁
ヲ
受
ケ
合
祀
決
裁

ハ

號
ノ
如
ク
處
置
ス

㈢
審
査
ノ
結
果
、

容
ノ
再

査
ヲ

ス
ル
モ
ノ

各
部

ニ

シ
再

査
ヲ
實
施
ノ
上
提
出
セ
シ
ム
、

再
提
出
ノ
分
ハ
其
到
着
ニ

ヒ

ノ
審
査
ニ
提
出
ス

㈣
不
合
祀
ト
決
裁
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ

名

ヲ
別

整
理
シ
公
開
セ
ス
但
シ
照
會
ア
リ
タ
ル
場
合

ハ
不
合
祀
ノ
旨

答
シ
ア
リ

㈤
合
否
ノ

定
ヲ
決
シ

キ
モ
ノ

後
日
詮
議
ト
シ
テ
保
留
シ
ア
リ

三
、
委
員
長
合
祀
決
定
ヨ
リ
上
奏
迄
ノ
事
務

イ
特
殊
死
因

ノ
摘
出

ロ
俘

名

ト
ノ
照
會
摘
出

ハ
重
複
上
申
防
止
ノ

査

合
祀

、
今

合
祀
豫
定

ト
重
複
シ
ア
ラ
サ
ル
ヤ
ニ
關

シ
嚴
密
ナ
ル
照
合
ヲ
實
施

ニ
部

別
、
地
域
別
、
階

別
人
員

査

ホ
本

、
現
住
地
別
人
員

査

ヘ
合
祀

名

及
索
引
ノ
作

ト
上
奏
名

及
靈
璽

ノ

書

四
、
審
査
上
準
據
ス
ベ
キ
關
係
條
規

日

發

翰

番

號

件

名

一九、
七、一五

陸
密
第
二
九
五
三
號

靖
國
神
社
合
祀

査
及
上
申

則

一九、
七、一九

陸
密
第
三
〇
〇
四
號

靖
國
神
社
合
祀

ノ

査
詮
衡
及

上
申
名

等
ノ

整

上
ノ

意

一三、一〇、一四

陸
普
第
六
三
三
一
號

傷
、

病
等
ノ
定
義
ニ
關
ス
ル

件

一九、
七、一二

陸
普
第
二
六
〇
九
號

傷
、

病
等
ノ
定
義

用
ニ
關

ス
ル
件

一四、一一、
八

陸
密
第
一
九
一
七
號

生
死
不
明

取
扱
ヒ
ニ
關
ス
ル
件

一七、
九、一二

陸
密
第
二
六
七
七
號

右

同

件

一七、
五、二一

陸
密
第
一
三
八
〇
號

ノ
モ
ン
ハ
ン
關
係
死
歿

ノ
靖
國

神
社
合
祀
ノ
爲
死
歿
確
實
度
ノ
再

査
ニ
關
ス
ル
件

一八、
二、一五

陸
亞
機
密
第
五
六
號

「
ケ
」
號
作

死
歿

靖
國
神
社

合
祀
ノ
爲
メ

査
準
備
ノ
件

一二、一二、
六

陸
密
第
一
四
六
二
號

時
又
ハ
事
變
ニ
際
シ
軍
人
、
軍

屬
ニ
非
ズ
シ
テ
軍
事
行
動
ニ
參
加

シ
爲
ニ
死
歿
シ
タ
ル

ノ
身
分
取

扱
ヒ
ニ
關
ス
ル
件

一七、
四、二二

陸
密
第
一
〇
八
六
號

國

ニ
在
ル
陸
軍
ノ
管
理
、
監

督
ニ
係
ハ
ル
工
場
事
業
場
ニ
在

ス
ル

ニ
シ
テ
其
ノ
業
務
ニ
從
事

中

ノ
際
ニ
於
ケ
ル

行
爲

ニ
因
リ
死
歿
セ
シ
モ
ノ
ノ
身
分
取

扱
ニ
關
ス
ル
件

一八、
七、
二

陸
密
第
二
二
三
四
號

陸
軍
軍
屬
船
員
身
分
取
扱

領

一九、
二、
五

陸
普
第
四
三
七
號

國
民

用
令
又
ハ
船
員

用
令
ニ

依
リ

用
セ
ラ
レ
陸
軍
ニ
配
當
セ

ラ
レ
タ
ル

ノ
身
分
取
扱
ヒ
ニ
關

ス
ル
件
改
正
ノ
件

第一期 嘉永六（一八五三）年から昭和二〇（一九四五）年八月一四日まで (二）合祀関係

65



一四、
七、一七

陸
普
第
四
四
三
八
號

時
衞
生

務
ニ

ス
ル
日
本
赤

十
字
社
救
護
員
ノ
取
扱
ヒ
ニ
關
ス

ル
件

一九、
七、一〇

陸
普
第
二
五
八
一
號

右

同
件
中
改
正
ノ
件

五
、
審
査

規
及
留
意
事
項

１
本

規
ハ
日
淸
日
露

役
當
時
ノ
合
祀
範
圍
ニ
鑑
ミ
此
範
圍
ヲ

大

セ
サ
ル
如
ク
踏
襲
セ
ル
滿
洲
事
變
ノ
分
ヲ
更
ニ
支
那
事
變
ニ
及
ホ
シ

テ
大
東
亞

ニ
於
テ
ハ
從

ノ
分
ト
均
衡
ヲ
失
セ
サ
ル
如
ク
又

今

ノ
性
格
ヲ
考
慮
シ
此
時
始
メ
テ

軍
側
ト
協
議
ノ
上
從

不
文
律
事
項
ヲ

文
ト
シ
別
紙
ノ
如
ク
作
製
セ
ル
モ
ノ
ナ
リ
但
シ
本

規
ハ
作

ノ
推
移
ニ
應
シ
改
變
ヲ

ス
ル
モ
ノ
ア
リ
、

チ
滿
洲

事
變
ニ
於
テ
モ
其
ノ
末
期
ニ
於
テ
ハ
在
滿
部

ノ
永

制
ト
治
安

況
ニ
鑑
ミ

ノ
制
限
ヲ
加
ヘ
又
支
那
事
變
ニ
於
テ
ハ
作

面
ノ

大
ニ

ヒ

用
區
域
ヲ

大
セ
ル
カ
如
シ

２
審
査
標
準
中
ノ

務
期
間
ハ
支
那
事
變
后
合
祀
人
員
大
ナ
ル
ニ
鑑
ミ

差
當
リ
事
變

務
ニ
關
係
深
キ
死
歿

ヲ

ニ
手
續
ス
ル
方
針
ノ
下

ニ

定
セ
ラ
レ
タ
ル
一
ノ
梯
尺
ニ
シ
テ
此
尺
度
以
上
の

ハ
特
殊
ノ

事

無
キ
限
リ

ニ
手
續
シ
以
下
ノ

ハ
支
那
事
變

了
后
一
括
再

審
査
ス
ル
方
針
ニ
テ
保
留
セ
ラ
レ
ア
ル
モ

ヨ
リ

處
理
シ
ツ

ツ
ア
リ

支
那
事
變
發
生

ノ

謂
「
純
滿
洲
事
變
」
ニ
於
テ
ハ
此

種

務
期
間
ニ
依
リ
保
留
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ハ
極
メ
テ
稀
ナ
リ

３
個
々
ノ
審
査
ニ
於
テ
留
意
ス
ヘ
キ
事
項
ハ
別
紙
ノ

ニ
付

規
ニ
依

リ

キ
場
合
ハ
之
ヲ
參
照
シ
審
査
セ
ラ
レ
度

六
、
審
査
實
施

領

１
審
査
豫
定
數
ハ

頭
記

ノ

リ
ニ
シ
テ
第
一

審
査
數
ノ

譯
左

ノ
如
シ

甲

六
、
四
六
九

乙

八
、
三
五
五

計

一
四
、
八
二
四

譯

今

上
申
ノ
モ
ノ

甲

六
、
三
八
二

乙

八
、
一
六
三

計

一
四
、
五
四
五

軍
屬
一
一
六
、

死
確

ア
ツ
ツ
島
關
係
二
、
〇
六
五
、

其
他
一
、
二
三
〇
ヲ
含
む

照
會
中
再
上
申
ノ
モ
ノ

甲

八
七

乙

一
九
二

計

二
七
九

第
二

審
査
數
ハ
目
下
ノ
處
不
明
ナ
ル
モ

地
部

ハ
十
一
月
中

旬
、
外
地
部

ハ
十
一
月
末
日
迄
ニ
目
下
整
備
シ
ア
ル
モ
ノ
總
テ

ノ
提
出
ヲ

牒
シ
ア
リ
、
從
來
ノ
例
ニ

ス
ル
ニ
一
萬
五
千
ヲ
得

ヘ
シ

十
二
月
以
降
ニ
到
着
ス
ル
モ
ノ
ハ
一
月
下
旬
第
三

格
審
査
ヲ

行
ヒ
以
テ
昭
和
二
十
年
秋
ノ
分
ヲ
準
備
シ
オ
キ
度

２
審
査
責
務
上
先
ツ
「
生
死
の
眞
否
」
ヲ

察
シ

テ
「

役
事
變

務
ト
ノ
關
係
ノ
有
無
」
更
ニ
「
其
關
係
ノ
濃
淡
」
ヲ

究
明
シ
、

審
査

規
、
留
意
事
項
其
他
關
係
條
規
ニ
對
照
シ
合
祀
、
不
合
祀
、

後
日
詮
議
ノ
何
レ
カ
ノ

定
ヲ
下
シ
各
名

ニ
添
付
セ
ル
審
査
票
ニ

捺
印
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

３
審
査
ス
ル
名

ハ
「
盥
廻
シ
」
ニ
各
委
員
ノ
許
ニ
祭
典
掛
ヨ
リ

付

ス
ル
ニ
付
審
査
濟
ノ
分
ハ
他
ノ
委
員
審
査
ノ
必

上

祭
典
掛
ヘ

セ
ラ
レ
度

４
合
祀
、
不
合
祀
、
後
日
詮
議
ニ
關
シ
特
種
ノ
意
見
ア
ル
場
合
ハ
審
査

票
理
由

ニ
其
ノ

旨
ヲ
記
載
ス
ル
コ
ト
、
最

審
査
ス
ル
委
員
ハ

特
ニ
勵
行
セ
ラ
レ
度
又
他
委
員
ノ

定
理
由
ニ
對
シ
反
對
意
見
ア
ル

場
合
ハ

旨
ヲ
附
記
セ
ラ
レ
度

５

定
上
疑
義
ア
リ
再

査
ヲ

ス
ル
向
ハ
理
由

ニ

査
事
項
ノ

旨
ヲ
記
載
シ
置
カ
レ
度

６
各
委
員
ハ

般
的
ニ

格
審
査
ヲ
行
フ
外
左
ノ
區
分
ニ
依
リ
特
ニ
留

意
審
査
セ
ラ
レ
度

補
任
課

將
校
准
士
官
ノ
官
等

ニ
關
ス
ル
事
項

査

恩
賞
課

位
、
勳
の

査
、
特
殊
ノ

（
在

間
死
歿

ハ

部
）
ニ
付
扶
助
料
及
賜
金
ノ

査

軍
事
課

１

定
員
上
軍
屬
ノ
身
分
取
扱
上
ノ

否

２

ノ
特
質
ニ
應
シ
留
意
ス
ヘ
キ
事
項
ノ

察

醫
事
課

傷
痍
疾
病
ノ

役
（
事
變
）

務
ト
ノ
關
係
及
其
死
亡

ト
ノ
因
果
關
係

七
、
其

他

軍
、
師
團
又
ハ
部

ノ
共

ノ
缺

事
項
、
其
他
審
査
上
留
意
ス
ヘ
キ

事
項
ハ

宜

記
シ
委
員
會
ニ
提
出
セ
ラ
レ
度
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【
七
〇
】（
官
房
ノ
部
）
昭
和
二
十
年
春
季
靖
国
神
社
合
祀
者

資
格
審
査
ノ
為
伊
東
保
養
所
出
張
計
画
（
昭
和
19
年
11
月
12

日
）

（
官

ノ
部
）

昭
和
二
十
年

春

季

靖
國
神
社
合
祀
者

格
審
査
ノ
爲
伊
東
保
養

出
張
計
畫

第

一

次

第

二

次

月

日

曜

月

日

曜

將

校

任
（
祭
典
掛
）

將

校

任
（
祭
典
掛
）

12

日

審
査
委
員
會
（
於
本
省
）

９

土

13

月

10

日

14

火

11

月

15

水

12

火

16

木

13

水

17

金

14

木

18

土

15

金

19

日

16

土

20

月

17

日

21

火

18

月

22

水

19

火

23

木

20

水

24

金

21

木

25

土

22

金

26

日

23

土

27

月

24

日

28

火

25

月

29

水

26

火

30

木

27

水

１

金

28

木

２

土

29

金

３

日

30

土

４

月

31

日

委
員
長
決
裁
完
結

５

火

６

水

委
員
長
決
裁
完
結
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員 委 田 椋

長 員 委

員 委 橋 石

員 委 上 水

(羽 赤)

(岡 大)

(水 清)

(清 松)

(片 西)

(瓶 三)
(（留）橋高)

(（幸）橋高)(手轉運)

(手轉運)

(口 橋)

(木 鈴)

(（留）橋高・片 西)

(水 清)

(岡 大)

員 委 上 水

員 委 橋 石

長 員 委

員 委 田 椋

1112

12
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(木 鈴)

(木 荒)



【
七
一
】（
一
般
ノ
分
）
昭
和
二
十
年
春
季
靖
国
神
社
合
祀
者

資
格
審
査
計
画
（
昭
和
19
年
11
月
12
日
）

（
一
般
ノ
分
）

昭
和
二
十
年

春

季

靖
國
神
社
合
祀
者

格
審
査
計
畫

第

一

次

第

二

次

月

日

曜

月

日

曜

委

員

助

手

委

員

助

手

12

日

第
一
同
委
員
曾

12

火

13

月

13

水

14

火

14

木

15

水

15

金

16

木

16

土

17

金

17

日

18

土

18

月

19

日

19

火

20

月

20

水

21

火

21

木

22

水

22

金

23

木

23

土

24

金

24

日

25

土

25

月

26

日

26

火

27

月

27

水

28

火

28

木

29

水

29

金

30

木

30

土

１

金

31

日

委
員
長
決
裁
完
結

２

土

３

日

４

月

５

火

６

水

委
員
長
決
裁
完
結
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査 審 省 本 於

（東伊於）裁決長員委

査 審 東 伊 於

掛 典 祭

名二係票名、名一各賞恩、任補(手轉運)
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省 本 於

省 本 於

(手轉運) 名二係票名、名一各賞恩、任補

掛 典 祭

（東伊於）裁決長員委

査 審 東 伊 於



【
七
二
】
審
査
上
準
拠
ス
ベ
キ
関
係
条
規
（
昭
和
19
年
11
月
12

日
）

審
査
上
準
據
ス
ベ
キ
關
係
條
規

日

發

翰

番

號

件

名

一九、
七、一五

陸
密
第
二
九
五
三
號

靖
國
神
社
合
祀

査
及
上
申

則

一九、
七、一九

陸
密
第
三
〇
〇
四
號

靖
國
神
社
合
祀

ノ

査
詮
衡
及

上
申
名

等
ノ

整

上
ノ

意

一三、一〇、一四

陸
普
第
六
三
三
一
號

傷
、

病
等
ノ
定
義
ニ
關
ス
ル

件

一九、
七、一二

陸
普
第
二
六
〇
九
號

傷
、

病
等
ノ
定
義

用
ニ
關

ス
ル
件

一四、一一、
八

陸
密
第
一
九
一
七
號

生
死
不

取
扱
ヒ
ニ
關
ス
ル
件

一七、
九、一二

陸
密
第
二
六
七
七
號

右

同

件

一七、
五、二一

陸
密
第
一
三
八
〇
號

ノ
モ
ン
ハ
ン
關
係
死
歿

ノ
靖
國

神
社
合
祀
ノ
爲
死
歿
確
實
度
ノ
再

査
ニ
關
ス
ル
件

一八、
二、一五

陸
亞
機
密
第
五
六
號

「
ケ
」
號
作

死
歿

靖
國
神
社

合
祀
ノ
爲
メ

査
準
備
ノ
件

一二、一二、
六

陸
密
第
一
四
六
二
號

時
又
ハ
事
變
ニ
際
シ
軍
人
、
軍

屬
ニ
非
ズ
シ
テ
軍
事
行
動
ニ
參
加

シ
爲
ニ
死
歿
シ
タ
ル

ノ
身
分
取

扱
ヒ
ニ
關
ス
ル
件

一七、
四、二二

陸
密
第
一
〇
八
六
號

國

ニ
在
ル
陸
軍
ノ
管
理
、
監

督
ニ
係
ハ
ル
工
場
事
業
場
ニ
在

ス
ル

ニ
シ
テ
其
ノ
業
務
ニ
從
事

中

ノ
際
ニ
於
ケ
ル

行
爲

ニ
因
リ
死
歿
セ
シ
モ
ノ
ノ
身
分
取

扱
ニ
關
ス
ル
件

一八、
七、
二

陸
密
第
二
二
三
四
號

陸
軍
軍
屬
船
員
身
分
取
扱

領

一九、
二、
五

陸
普
第
四
三
七
號

國
民

用
令
又
ハ
船
員

用
令
ニ

依
リ

用
セ
ラ
レ
陸
軍
ニ
配
當
セ

ラ
レ
タ
ル

ノ
身
分
取
扱
ヒ
ニ
關

ス
ル
件
改
正
ノ
件

一四、
七、一七

陸
普
第
四
四
三
八
號

時
衞
生

務
ニ

ス
ル
日
本
赤

十
字
社
救
護
員
ノ
取
扱
ヒ
ニ
關
ス

ル
件

一九、
七、一〇

陸
普
第
二
五
八
一
號

右

同
件
中
改
正
ノ
件

【
七
三
】
昭
和
二
十
年
春
季
大
祭
合
祀
者
第
三
次
審
査
標
準

（
昭
和
20
年
１
月
19
日
）

別

紙昭
和
二
十
年
春
季
大
祭
合
祀

第
三

審
査
標
準

昭
和
二
十
年
一
月
十
九
日

去
ノ

役
、
事
變
ニ
於
テ
死
歿
シ
靖
國
神
社
ニ
合
祀
セ
ラ
レ
タ
ル

ト

ノ
均
衡
上
現
在
迄
後
日
詮
議
ト
シ
テ
保
留
シ
來
レ
ル
軍
人
軍
屬
中
昭
和
十

六
年
十
二
月
七
日
迄
ニ
死
歿
シ
左
記
各
號
ニ
該
當
ス
ル

ハ
合
祀
ス

但
シ
死
因
、
症

等
ニ
關
シ
神
格
ヲ
損
フ

ハ
除
ク

左

記

一
、
事
變
地
ニ

務
シ
事
變
地
ニ
於
テ
死
歿
セ
ル
軍
人

二
、
事
變
地
ニ
於
テ

務
中
受
傷
罹
病
シ

地
ニ

後
モ

始
軍
療

機
關
ニ
於
テ
死
歿
セ
ル
軍
人

三
、
支
那
事
變
關
係
ノ
船
員
タ
ル
軍
屬
ニ
シ
テ
四
ケ
月
以
上

務
シ

各

號
ニ
該
當
ス
ル
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【
七
四
】
別
紙
第
三

靖
国
神
社
合
祀
者
資
格
審
査
標
準

（
昭
和
20
年
１
月
19
日
）

別

紙

第

三

靖
國
神
社
合
祀

格
審
査
標
準

昭
和
二
十
年
一
月
十
九
日
決
定

昭
和
二
十
年
春

格
審
査
委
員

去
ノ

役
、
事
變
ニ
於
テ
死
歿
シ
靖
國
神
社
ニ
合
祀
セ
ラ
レ
タ
ル

ト

ノ
均
衡
上
現
在
迄
後
日
詮
議
ト
シ
テ
保
留
シ
來
レ
ル
軍
人
軍
屬
中
昭
和
十

六
年
十
二
月
七
日
迄
ニ
死
歿
シ
左
記
各
號
ニ
該
當
ス
ル

ハ
合
祀
ス

但
シ
死
因
、
症

等
ニ
關
シ
神
格
ヲ
損
フ

ハ
除
ク

左

記

一
、
事
變
地
ニ

務
シ
事
變
地
ニ
於
テ
死
歿
セ
ル
軍
人

二
、
事
變
地
ニ
於
テ

務
中
受
傷
罹
病
シ

地
ニ

後
モ

始
軍
療

機
關
ニ
於
テ
死
歿
セ
ル
軍
人

三
、
支
那
事
變
關
係
ノ
船
員
タ
ル
軍
屬
ニ
シ
テ
四
ケ
月
以
上

務
シ

各

號
ニ
該
當
ス
ル

【
七
五
】
別
紙
（
二
）

戦
時
陸
軍
報
告
規
定
第
九
条
戦
地
追

加
指
定
ノ
件
陸
軍
一
般
へ
通
牒
（
昭
和
20
年
４
月
21
日
陸
普

第
一
九
六
七
号
）

別
紙
㈡

陸
普
第
一
九
六
七
號

内
地

（
甲
）

地
、
朝
鮮
（
乙
）

時
陸
軍
報
告
規
定
第
九
條

地
追
加
指
定
ノ
件
陸
軍
一
般
へ

牒

昭
和
二
十
年
四
月
二
十
一
日

陸
軍
省
副
官

美
山
要
藏

昭
和
十
六
年
三
月
四
日
陸
普
第
一
三
八
九
號

時
陸
軍
報
告
規
定
第
九
條

ノ

地
ニ
南
西

島
〔
硫
黄
島
｜
竹
島
｜
種
子
島
（
以
上
含
ム
）
以
南
ノ

鹿
児
島
縣
及
沖
繩
縣
ノ
島
嶼
ヲ
謂
フ
〕
大
島
以
南
ノ
東
京
都
ノ
島
嶼
（
小

笠
原

島
ヲ
除
ク
）
及
臺
湾
ヲ

加
指
定
セ
ラ
レ
タ
ル
ニ
付
依
命

牒
ス

附

則

本
指
定
ハ
昭
和
二
十
年
四
月
一
日
以
降
之
ヲ

用
ス

陸

軍

【
七
六
】
軍
人
軍
属
傷
病
死
亡
名
称
使
用
区
分
ニ
関
ス
ル
件

陸
軍
一
般
ヘ
通
牒
（
昭
和
20
年
７
月
４
日
陸
普
第
一
四
五
五

号
）

陸
普
第
一
四
五
五
號

軍
人
軍
属
傷
病
死
亡
名

使
用
區
分
ニ
關
ス
ル
件
陸
軍
一
般
ヘ

牒

昭
和
二
十
年
七
月
四
日

陸
軍
省
副
官

美

山

要

藏

首
題
ノ
件
自
今
總
テ
左
記
ニ
據
ル
如
ク
定
メ
ラ
レ
タ
ル
ニ
付
依
命

牒
ス

而
昭
和
十
三
年
陸
普
第
六
三
三
一
號
ハ
廢
止
セ
ラ
ル

左

記

一
、

傷
ト
ハ
公
務
執
行
中
左
ノ
各
號
ノ
一
ニ
該
當
ス
ル
モ
ノ
ヲ
謂
フ

イ
敵
ノ
使
用
シ
タ
ル
兵

ニ
因
リ
被
リ
タ
ル
損

例
ヘ
バ
銃
創
、
砲
創
、
爆
傷
、
白
兵
創
、
介

創
、
瓦
斯
傷
等

ロ
彼
我
直
接
ノ

手
段
ニ
因
ル
外
傷
及
不
慮

例
ヘ
バ

中
ノ
不
慮
ニ
因
ル
外
傷
敵
ノ
投
石
又
ハ
敵
ト
ノ
格

ニ

因
リ
受
ケ
タ
ル
外
傷
、
敵
ノ
作
爲
シ
タ
ル
爆
藥
又
ハ
爆

等
ノ
爲
ニ

生
ジ
タ
ル
建
築
物
、
列
車
、
自
動
車
、
航
空
機
等
ノ
破

、
轉
覆
、

不
時

等
ニ
因
ル
外
傷
乘
馬
銃
創
等
ヲ
受
ケ
タ
ル
結
果
顚
落
シ
タ
ル

爲
ノ
外
傷
、
渡
河
、
航
海
、
上
陸

中
等
ニ
於
テ
敵

ノ
爲
ニ
船
ノ

沈
没
ニ
因
ル
溺
水
等

ハ
原
因
敵
ノ
謀
略
ニ
在
リ
ト
確
認
セ
ラ
レ
タ
ル
疾
病

二
、

死
ト
ハ
野

病
院
又
ハ
之
ニ
準
ス
ル
機
關
（
例
ヘ
バ
野

病
院
ノ

如
キ

務
ヲ
爲
ス
衛
生
班
）
ニ
収
容
セ
ラ
ル
ル
迄
ニ

傷
ニ
因
リ
死
亡

シ
タ
ル
モ
ノ
ヲ
謂
フ

三
、

傷
死
ト
ハ
野

病
院
又
ハ
之
ニ
準
ス
ル
機
關
ニ
収
容
セ
ラ
レ
タ
ル

後
直
接

傷
ニ
起
因
シ
死
亡
シ
タ
ル
モ
ノ
ヲ
謂
フ

四
、
準

傷
ト
ハ

傷
ノ
外
作

任
務

行
中
或
ハ
訓
練
中
左
ノ
各
號
ノ

一
ニ
該
當
ス
ル
モ
ノ
ヲ
謂
フ

イ
作
戦
任
務
ヲ
以
テ
對
敵
行
動
中
使
用
兵

等
ノ
事
故
ニ
因
ル
外
傷
及

不
慮
例
ヘ
バ
索
敵
行
動
中
ノ
航

事
故

襲
下
無
燈
火
出
動
中
ノ
自

動
車
事
故
等
ニ
因
ル
外
傷
及
不
慮

ロ
作

任
務
ヲ
以
テ
直
接
對
敵
以
外
ニ
生
命
危
険
ヲ
成
ス
ベ
キ
事

ノ

下
ニ
行
動
中
ニ
於
ケ
ル
外
傷
及
不
慮

例
ヘ
バ
急
流
ノ
渡
河
、
毒
蛇
、
猛

等
ノ
被

、
天
候
氣
象
ニ
伴
フ

不
可
抗
力
ニ
因
ル
外
傷
及
不
慮
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【
七
七
】

昭
和
二
十
年
七
月
靖
国
神
社
合
祀
者
資
格
審
査

内
規
案
〔
昭
和
20
年
７
月
〕

軍
事
秘
密
（
審
査
委
員
以
外
閲
覧
ヲ
禁
ス
）

昭
和
二
十
年
七
月
靖
國
神
社
合
祀

資
格
審
査
内
規
案

針 方

一
、
本
内
規
ハ
昭
和
二
十
年
陸
密
第
三
七
八
二
號
ノ
第
一
項

時
死
亡

生
死
不
明

報
告
名
票
ニ
基
ク
第
一
回
審
査
ノ
爲
從
前
ノ
審
査
内
規
ノ
合
祀
標
準
最
下
限
ヲ
要
約
シ
昭
和
二
十
年
七
月
審
査
ヲ
短
期
間
ニ
的
確
ニ
實

施
ス
ル
爲
特
ニ
作
製
セ
ル
モ
ノ
ナ
リ

二
、
軍
人
軍
属
等
ニ
シ
テ
満
洲
事
変
ニ
関
シ
昭
和
六
年
九
月
十
八
日
ヨ
リ
昭
和
十
六
年
十
二
月
七
日
迄
ノ
間
ニ
於
テ
死
歿
シ
タ
ル

及
大
東
亜

ノ
爲
昭
和
十
六
年
十
二
月
八
日
ヨ
リ
死
歿
シ
タ
ル

ニ
シ
テ
左
記
ニ
該
當

ス
ル
ト
キ
ハ
之
ヲ
合
祀
ス

１
、

死
又
ハ

傷
ノ
爲
死
歿
シ
タ
ル

２
、

地
、
事
変
地
ニ
於
テ
特
定
流
行
病
（
マ
ラ
リ
ア
、
猖
紅
熱
、
痘
瘡
、
コ
レ
ラ
、
発
疹
チ
フ
ス
、
腸
チ
フ
ス
、
パ
ラ
チ
フ
ス
、
ペ
ス
ト
、
回

熱
、
赤
痢
、
流
行
性

脊

膜
炎
、
ト
リ
パ
ノ
ゾ
ー
マ
病
、
ワ
イ
ル
氏

病
、
カ
ラ
ア
ザ
ー
ル
、

熱
、
流
行
性
出
血
熱
、
デ
ン
グ
熱
ヲ
謂
フ
）
ニ
罹
リ
又
ハ
自
己
ノ
重
大
ナ
ル
過
失
ニ
因
ラ
ス
シ
テ
傷
病
ヲ
受
ケ

ハ
疾
病
ニ
罹
リ
之
カ
爲
死
歿
シ
タ
ル

３
、

地
、
事
変
地
以
外
ノ
地
ニ
於
テ

役
・
事
変
ニ
関
ス
ル
公○
務○
ノ
爲
傷
疾
ヲ
受
ケ

ハ
疾
病
ニ
罹
リ
又
ハ
避
ク
ヘ
カ
ラ
サ
ル
災
厄
ニ
因
リ
死
歿
シ
タ
ル

４
、

地
、
事
変
地
等
ニ
於
テ
自
殺
シ
タ
ル

等
ニ
シ
テ
其
ノ
情
状
属
祀
ヲ
至
當
ト
認
ム
ヘ
キ

審

査

區

分

合

祀

標

準

留

意

ス

ヘ

キ

事

項

人軍

特
別
ノ

以
外
ハ
悉
ク
合
祀

一
、
生
死
不
明

、

死
確
認

、

死
ト
ア
ル
モ

ノ
特
質
上
死
歿
ノ
確
度
ニ
疑
義
ヲ
有
ス
ル

モ
ノ
ハ
愼
重
ヲ
期
ス
ル
爲
保
留
ス
（
ノ
モ
ン
ハ
ン
、
上
陸

闘
、
航
空
自
爆
、
海

ニ
多
シ
）

死傷 死

属軍

軍
事
行
動
ニ
参
加
シ
タ
ル
期
間
及
其
ノ
本
質
等
ニ
ツ
キ
査
定
シ
有
宣
誓
、
陸
密
軍
属
、
無
宣
誓
軍
属

ノ
順
位
ニ
ヨ
リ
嚴
選
ノ
度
ヲ
加
フ

二
、
受
傷
後
三
年
以
上
経
過
ノ
モ
ノ
ハ
一
應
保
留
ス

人軍

一
、

（
事
変
）
地
ニ
於
テ
死
歿
セ
ル
モ
ノ

二
、

（
事
変
）
地
ニ
於
テ

務
中
受
傷
罹
病
シ
内
地
還
送
後
モ
終
始
軍
療
養
機
関
ニ
於
テ
死
歿
セ

ル
軍
人

一
、
死
因
、
症

等
ニ
関
シ
神
格
ヲ
損
フ

ハ
除
ク

二
、
教
化
隊
ニ
収
容
中
ノ

ハ
合
祀
セ
ス

三
、
発
病
後
三
年
以
上
經
過
ノ
モ
ノ
ハ
一
應
保
留
ス

病行流定特

属軍

一
、
戦
地
五
カ
月
以
上
（
事
変
地
八
ケ
月
但
シ
関
特
演
從
事

ハ
四
ケ
月
）

二
、
海
上
ハ
四
ケ
月
以
上
（
軍
属
船
員
ハ
六
ケ
月
以
上
）

人軍

特
定
流
行
病
欄
ニ
同
シ

一
、
性
病
及
之
ニ
基
因
ス
ル
精
神
病
ハ
保
留
ス

二
、
任
務
遂
行
上
過
失
ナ
シ
ト
認
メ
ラ
ル
ヽ
不
慮
死
ハ
特
定
流
行
病
以
上
ニ
重
規
ス

ノ外以病行流定特
死 慮 不 及 病 疾

属軍

特
定
流
行
病
欄
ニ
同
シ

三
、
教
化
隊
ニ
収
容
中
ノ
モ
ノ
ハ
合
祀
セ
ス

四
、
発
病
後
三
年
以
上
經
過
ノ
モ
ノ
ハ
一
應
保
留
ス

人軍

自
己
ノ
重
大
ナ
ル
過
失
又
ハ
破
廉
恥
ナ
ラ
サ
ル
モ
ノ
ハ
成
ル
ヘ
ク
合
祀

但
シ
其
ノ
情

合
祀
ヲ
至
當
ト
認
ム
ル
モ
ノ

一
、

役
後
ノ
責
任
自
殺
ハ
保
留
ス

二
、
情

酌
量
ハ
愼
重
ニ
行
フ

殺自

属軍

軍
人
ニ
準
ス

但
シ
所
定
ノ

務
期
間
（
流
行
病
ノ
分
ニ
同
シ
）
及

務

況
ヲ

察
シ
嚴
選
ヲ
要
ス

考備

一
、
名
票
ノ
記
載
上
標
準
ノ
判
定
不
可
能
ノ
モ
ノ
ア
リ
之
等
ハ
一
應
後
日
詮
議
ト
シ
テ
保
留
ス
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【
七
八
】
靖
国
神
社
合
祀
資
格
審
査
内
規
（〔
昭
和
20
年
〕）

靖

國

神

社

合

祀

資

格

審

査

内

規

針 方

一
、
海
軍
軍
人
軍
属
等
ニ
シ
テ
支
那
事
変
又
ハ
大
東
亜

ニ
関
シ
死
歿
シ
タ
ル
左
ノ
該
当

ヲ
審
査
ス

イ
戦
死
又
ハ
戦
傷
ノ
爲
死
歿
シ
タ
ル

ロ

地
事
変
地
ニ
於
テ
流
行
病
（
マ
ラ
リ
ヤ
、
猩
紅
熱
、
痘
瘡
、
コ
レ
ラ
、
発
疹
チ
ブ
ス
、
腸
チ
ブ
ス
、
パ
ラ
チ
ブ
ス
、

ペ
ス
ト
、
回
帰
熱
、
赤
痢
、
流
行
性

脊
髄
膜
炎
、
流
行
性
感
冒
、
肺
ゲ
ス
ト
マ
病
、
ト
リ
パ
ノ
ゾ
ー
ム
病
、
黄
疸
出

血
性
ス
ピ
ロ
ヘ
ー
タ
病
、
カ
ラ
ア
ザ
ー
ル
、
黄
熱
、
流
行
性
出
血
熱
、
デ
ン
グ
熱
、
フ
イ
ラ
リ
ア
病
、
フ
ラ
ン
ベ
ジ
ヤ
、

流
行
性

炎
）
ニ
罹
リ
又
ハ
自
己
ノ
重
大
ナ
ル
過
失
ニ
因
ラ
ズ
シ
テ
溺
水
シ
傷

ヲ
受
ケ
若
ハ

ニ
罹
リ
之
ガ
爲
死
歿

シ
タ
ル

ハ

地
事
変
地
以
外
ノ
地
ニ
於
テ

役
事
変
ニ
関
ス
ル
公
務
ノ
爲
溺
水
シ
又
ハ
傷

ヲ
受
ケ
若
ハ
疾
病
ニ
罹
リ
之
ガ
爲
死

歿
シ
タ
ル

ニ

地
事
変
地
ニ
於
テ
自
殺
シ
タ
ル

ニ
シ
テ
其
ノ
情

合
祀
ヲ
至
当
ト
認
ム
ベ
キ
モ
ノ

二
、
本
内
規
ハ
作

ノ
推
移
其
ノ
他
ニ
依
リ
多
少
改
変
ス
ル
コ
ト
ア
リ
此
ノ
場
合
ニ
在
リ
テ
モ
合
祀
範
囲
ノ

大
セ
ザ
ル
如
ク

又

合
祀

ト
ノ
均
衡
ヲ
失
セ
ザ
ル
如
ク
特
ニ
留
意
ス
ル
モ
ノ
ト
ス

三
、
差
當
リ
審
査
ニ
準
據
ス
ベ
キ
標
準
左
ノ
如
シ
此
ノ
標
準
ニ
達
セ
ザ
ル
モ
ノ
ハ
一
應
保
留
シ
後
日
更
ニ

細
ナ
ル
標
準
ヲ
定

メ
詮
議
ス

審

査

標

準

軍

人

変事役
分区

地

域

期

間

軍

属

死
傷
死

特

定

流

行

病

特

定

流

行

病

以

外

ノ

疾

病

及

不

慮

死

自

殺

事
変
地

「
支
那
及
其
ノ
沿

海
」

自

昭
和

一二

七

七

至

昭

一六
一二

七

祀 合

合

祀

内
地

還
後
ノ
発
病
（
流
行
病
）
ハ
事
変
地
ニ
於
ケ

ル

務
ト
当
時
事
変
地
ニ
於
ケ
ル
流
行
病
、
猩
獗

況
等
直
接
関
係
ヲ
考
慮
ス

一
、
自
己
ノ
重
大
ナ
ル
過
失
ニ
非
ザ
ル
限
リ
特
別
詮
議
ヲ
以
テ
合
祀
ス
但
シ

傷

疾
病
ニ
因
ル
死
歿

ハ
其
ノ
負
傷
又
ハ
発
病
ノ
日
ヨ
リ

ネ
三
年

以
内
ニ
於
テ
死
歿
シ
タ
ル

ニ
付
詮
議
ス
尚
脚
氣
、
肺
結
核
、
胸
膜
炎

等
ノ
疾
患

ハ
左
ノ
標
準
ニ
依
ル

イ
事
変
地

務
二
ヶ
月
以
上
ニ
シ
テ
事
変
地
発
病
の

ロ
事
変
地

務
二
ヶ
月
以
上
ニ
シ
テ
内
地
帰
還
三
ヶ
月
以
内
ニ
発
病
ノ

ハ
事
変
地

務
二
ヶ
月
ニ
満
タ
ザ
ル
モ
事
変
地
発
病
ノ

ハ
後
日
詮
議
ト
ス

ニ
事
変
地

務
二
ヶ
月
以
上
ニ
シ
テ
内
地
帰
還
一
年
以
内
ニ
発
病
ノ

ハ
後
日
詮
議
ト
ス

（
詮
）「
二
ヶ
月
以
上
」
ノ
計
算
法

内
地
帰
還
三
ヶ
月
以
上
經
過

ノ
場
合
ハ
前
ノ
二
ヶ
月
未
満
ノ
事
変
地

務
ハ
通
算
セ
ズ
以
下

之
ニ
做
フ

二
、

性
精
神
病
其
ノ
他
ノ
精
神
病
ハ
個
々
ノ
詮
議
ニ
依
ル
モ
特
ニ
嚴
選

ス

自
己
ノ
重
大

ナ
ル
過
失
又

ハ
破
廉
恥
ナ

ラ
ザ
ル

ニ

シ
テ
其
ノ
情

合
祀
ヲ
至

当
ト
認
ム
ル

一
、

死

傷
死
ハ
軍
人
ニ
準
ズ
。
但
シ
軍
夫
ハ
作

行
動
ニ

随
伴
シ

死
セ
ル

ハ
之
ヲ
認
ム
ル
モ
其
ノ
他
ノ
場
合
ハ

詮
議
セ
ズ

二
、

死

傷
死
以
外
ハ
五
ヶ
月
以
上
事
変
地

務
ニ
從
事
シ

タ
モ
ノ
ト
ス

但
シ
死
歿
ノ
爲
軍
属
ト
爲
シ
タ
ル
モ
ノ
ハ

後
日
詮
議
ト
ス

三
、
軍
属
ハ
軍
人
ニ
比
シ
更
ニ
嚴
選
主
義
ト
シ
死
歿
当
時
ノ
任

務
及

況
ニ
依
リ
詮
議
ス
ル
ヲ
原
則
ト
ス

審
査
ハ
軍
事
行
動
ニ
参
加
シ
タ
ル
期
間
及
其
ノ
本
質
等
ニ

付
査
定
シ
㈠
有
宣
誓
軍
属
㈡
死
歿
後
軍
属
ト
爲
シ
タ
ル
モ

ノ
㈢
無
宣
誓
軍
属
ノ
順
位
ニ
依
リ
其
ノ
嚴
選
ノ
度
ヲ
加
フ

ル
モ
ノ
ト
ス

四
、
事
変
地
ニ
於
ケ
ル
受
傷
罹
病
ニ
依
リ
内
地
ニ
於
テ
死
歿
シ

タ
ル
モ
ノ
ハ
左
ノ
範
囲
ニ
於
テ
詮
議
ス

イ
罹
病
受
傷
後
三
年
以
内
ニ
該
傷
病
ニ
因
リ
死
歿
シ
タ
ル

ロ
内
地
帰
還
二
ヶ
月
以
内
ニ
発
病
ノ

五
、
事
変
地

務
五
ヶ
月
以
上
ニ
シ
テ
内
地
帰
還
一
年
以
内
ニ

発
病
ノ

ハ
後
日
詮
議
ト
ス

「
佛
領
印
度
支
那

及
其
ノ

海
」

自

昭

一五

九
二三

至

同

一六
一二

七

変 事 那 支

事
変
地
以
外
ノ
地

自

昭

一二

七
七

至

同

一六
一二
七

事
変
地
外
ニ
於
テ
流
行
病
ノ
爲
死
歿
シ
タ
ル

ハ
其

ノ
発
病
事
変
ニ
関
ス
ル
公
務
ニ
基
因
シ
且
ツ

ニ

該
当
ス
ベ
キ

績
ア
ル

ニ
限
リ
特
別
ヲ
以
テ
合
祀

ス一
本
項
ハ
西
比
利
亜
事
変
ニ
於
ケ
ル
特
異
事
項
ト
モ

謂
フ
ベ
ク
支
那
事
変
ニ
於
テ
ハ
該
当

少
シ

チ

該
事
変
ニ
於
テ
ハ
「
内
地
部
隊
ニ
於
テ
多
発
セ
ル

流
行
性
感
冒
ノ
爲
死
歿
シ
タ
ル

ハ
其
ノ
原
因

役
ニ
関
ス
ル
公
務
ニ
基
因
シ
且

ニ
該
当
ス
ベ

キ

績
ア
ル

ニ
限
リ
合
祀
ス
」
ト
定
メ
ラ
レ
タ

内
地

務
ハ
大
体
ニ
於
テ
合
祀
セ
ザ
ル
ヲ
原
則
ト
ス

事
変
地
ヘ

送
途
中
ノ
死
歿

ハ
後
日
詮
議
ト
ス

南
支
那
方
面
作

ノ
爲
臺
湾
ニ
待
機
中
ノ
期
日
ハ
事
変
地
ニ
準

ジ
詮
議
ス

特
別
ノ

ハ
考
慮
ス
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ル
ニ
端
ヲ
発
シ
爾
来
満
洲
事
変
ヲ
經
テ
今
次
事
変

ニ
及
ビ
タ
ル
モ
ノ
ト
ス

二
支
那
事
変
ニ
於
テ
ハ
内
地

務
ノ
看
護
婦
等
ニ
シ

テ
内
地
帰
還
送
傳
染
病
患
者
取
扱
ニ
因
ル
爲
ニ
傳

染
病
ニ
罹
リ
タ
ル

等
モ
ア
ル
ベ
シ
本
項
ヲ
存
置

セ
シ
ム
ル
所
以
ナ
リ

地

降 以 日 八 月 二 十 年 六 十 和 昭

祀 合

合

祀

一
、

地

務
二
ヶ
月
以
上
ノ

ハ
自
己
ノ
重
大
ナ
ル
過
失
ニ
非
ザ
ル
限
リ

合
祀
ス

但
シ
右
期
間

務
セ
ザ
ル
モ
其
ノ

務
ノ
性
質

地
ノ
環
境
疾
病
ノ
性

質
季
節
等
ニ
依
リ
特
ニ
考
慮
シ
詮
議
ス

二
、

地
ニ
於
ケ
ル
受
傷
罹
病
ニ
因
リ
内
地
ニ
於
テ
死
歿
シ
タ
ル

ハ
左
ノ

範
囲
ニ
於
テ
詮
議
ス

イ
罹
病
受
傷
後
三
年
以
内
ニ
該
傷
病
ニ
因
リ
死
歿
セ
ル
モ
ノ
但
シ
三
年

以
上
經
過
ス
ル
モ
其
ノ
情

合
祀
ヲ
適
当
ト
ス
ル
モ
ノ
ハ
嚴
選
酌
量

ス
ロ
内
地
帰
還
三
ケ
月
以
内
ニ
発
病
ノ

ハ

地
ノ
受
傷
罹
病
ト
死
因
傷
病
ト
ハ
直
接
関
係
ナ
キ
場
合
ニ
於
テ
モ

前

ヲ
後

誘
因
ノ
一
ツ
ト
認
メ
得
ル

ニ

地
罹
病

一
旦
治
癒
退
院
シ
後
日
疾
病
ノ
爲
死
歿
シ
タ
ル

ハ
死

因
疾
病
ト

地
罹
病
疾
病
ト
ノ
間
ニ
関
係
ヲ
認
メ
得
ル

支
那
事
変
ニ

準
ズ

支
那
事
変
ニ
準
ズ

亜 東 大

事
変
地

「
関
東
州
ヲ
除
ク

満
洲
國
」

死
体
収

容
無
キ

ハ
合

祀
ヲ
保

留
（
一

回
乃
至

二
回
）

ス
ル
ヲ

例
ト
ス

一
、
事
変
地

務
二
ヶ
月
以
上
ノ

ハ
自
己
ノ
重
大
ナ
ル
過
失
非
ザ
ル
限
リ
合
祀
ス

但
シ
右
期
間

務
セ
ザ
ル
モ
其
ノ

務
ノ
性
質
事
変
地
環
境
疾
病
ノ
性
質
季
節
身
分
死
因
等
ニ
依
リ
個
々
ニ
酌
量
詮
議
ス

二
、
事
変
地
ニ
於
ケ
ル
受
傷
罹
病
ニ
因
リ
内
地
ニ
於
テ
死
歿
シ
タ
ル

ハ
左
ノ
範
囲
ニ
於
テ
詮
議
ス

イ
罹
病
受
傷
後
三
年
以
内
ニ
該
傷
病
ニ
因
リ
死
歿
シ
タ
ル

ロ
内
地
帰
還
三
ヶ
月
以
内
ニ
発
病
ノ

ハ
事
変
地
ノ
受
傷
罹
病
ト
死
因
傷
病
ト
直
接
関
係
ナ
キ
場
合
ニ
於
テ
モ
前

ヲ
後

誘
因
ノ
一
ツ
ト
認
メ
得
ル

ニ
事
変
地
罹
病

一
旦
治
癒
退
院
シ
後
日
疾
病
ノ
爲
死
歿
シ
タ
ル

ハ
死
因
疾
病
ト
事
変
地
罹
病
疾
病
ト
ノ
間
ニ
関
係
ヲ
認

メ
得
ル

内
地
朝
鮮
台
湾
関

東
州

支
那
事
変
ニ
準
ズ

徴
用
船
舶
及
徴
用
船
舶
以
外
ノ
船
舶
乘
組
員
タ
ル
軍
属

一
、「
Ａ
Ｂ
」
船
員

一
般
軍
属
ノ
場
合
ニ
準
ズ
但
シ

地
事
変
地

務

期
間
ハ
四
ヶ
月
ト
ス

二
、「
Ｃ
」
船
員

イ
戦
死
戦
傷
死
ノ
場
合
ハ
左
ノ
各
号
ヲ
條
件
ト
ス

㈠
該
船
舶
ノ
行
動
ガ
海
上
交
通
保
護
機
関
ノ
指

示
ニ
違
反
セ
ザ
ル
モ
ノ
ナ
ル
コ
ト

㈡
軍
属
タ
ル
ノ
体
面
ヲ
汚
サ
ザ
リ
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